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建設水道委員会記録 
   

○開催日時 

平成２９年３月１３日 午前９時５９分～午後３時６分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第２委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（６人）

   委 員 長  福 元 光 一 

   副委員長  森 永 靖 子 

委  員  大田黒   博 

委  員  宮 里 兼 実 

委  員  川 添 公 貴 

委  員  成 川 幸太郎 

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員 

   議  員  井 上 勝 博 

 

議  員  持 原 秀 行

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   建 設 部 長  泊   正 人 

   建 設 政 策 課 長  須 田 徳 二 

   建 設 整 備 課 長  吉 川 正 紀 

   建 設 維 持 課 長  内 田 俊 彦 

   都 市 計 画 課 長  山 村 昭一郎 

   区 画 整 理 課 長  川 畑   稔 

   入来区画整理推進室長  引 地 明 吉 

   建 築 住 宅 課 長  福 島 和 朗 

────────────────── 

水 道 局 長  新 屋 義 文 

水 道 管 理 課 長  草 留 隆 志 

水 道 工 務 課 長  四 元 新 一 

下 水 道 課 長  徳 重 勝 美 

主幹兼管理グループ長  野 元 正 文 

────────────────── 

財 政 課 長  今 井 功 司 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

  議 事 調 査 課 長  道 場 益 男 グ ル ー プ 員  柳   裕 子 

───────────────────────────────────────── 
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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第３４号 薩摩川内市温泉給湯管理条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第３７号 平成２９年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計予算 

議案第３８号 平成２９年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計予算 

議案第５０号 平成２９年度薩摩川内市水道事業会計予算 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

水 道 管 理 課 

水 道 工 務 課 

議案第３５号 薩摩川内市農業集落排水事業分担金徴収条例等の一部を改正する条例の

制定について 

議案第３９号 平成２９年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計予算 

議案第４０号 平成２９年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計予算 

議案第４１号 平成２９年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計予算 

議案第４２号 平成２９年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計予算 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

下 水 道 課 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

建 設 政 策 課 

議案第３２号 薩摩川内市普通公園条例の一部を改正する等の条例の制定について 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

建 設 整 備 課 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

建 設 維 持 課 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

都 市 計 画 課 

議案第４３号 平成２９年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計予算 

議案第４４号 平成２９年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事業特別会計予算 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

区 画 整 理 課 

議案第４５号 平成２９年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計予算 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

入来区画整理推進室 

議案第３３号 薩摩川内市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

建 築 住 宅 課 

─────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（福元光一）それでは、ただいまから

建設水道委員会を開会いたします。 

 本委員会は、本日と明後日の２日間、審査を行

いますが、お手元に配付の審査日程により審査を

進めることで御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、そのように審査を進めます。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ、傍聴の申し出はありませんが、

会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長

において随時許可します。 

────────────── 

△水道管理課・水道工務課の審査 

○委員長（福元光一）それでは、水道管理課及

び水道工務課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第３４号 薩摩川内市温泉給湯管理

条例の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（福元光一）まず、議案第３４号薩摩

川内市温泉給湯管理条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道工務課長（四元新一）それでは、議案つ

づりその２の３４－１ページをお開きください。

あわせて、議会資料の１ページもごらんください。 

 入来温泉湯之山館につきましては、平成２７年

４月４日の開業から現在まで、地域と連携しなが

ら直営で管理運営をしてまいりましたが、平成 

２９年４月１日から利用料金制で指定管理者によ

る管理運営となることから、スムーズに引き継ぐ

ため、これまで諸手続を進めてきているところで

あります。 

 御承知のとおり、当施設は二つのお湯が楽しめ

る温泉として親しまれていることから、泉源も２

カ所あり、旧柴垣湯の泉源は当施設の専用であり、

管理費も全て指定管理者で対応することとしてお

りますが、旧アゼロ湯の泉源は、他の温泉施設へ

も分湯していることから、分湯に係る経費として、

指定管理による当施設の使用料金を新たに設定す

る必要があるため、温泉給湯管理条例の一部を改

正しようとするものでございます。 

 今回の主な改正点としましては、議案つづり 

３４－２ページの中段ほど、別表２の中の記載に

ついて、平成２７年度で廃止になり今年度取り壊

された高齢者福祉センターを削除し、かわりに新

たに設定する薩摩川内市入来温泉湯之山館の分湯

量毎分１４１リットル、使用料金１０万４,７８４

円を追加記載するものでございます。 

 このほか、同ページの上段に記載のとおり、条

文の一部を改めようとするものでございます。 

 湯之山館の使用料金の算出につきましては、旧

アゼロ湯泉源の分湯に係る全運転経費の平成２７

年度実績をもとに、分湯を受ける温泉施設の分湯

量で案分して算出しており、この際使用しました

湯之山館の分湯量は、施設規模検討時に用いまし

た設計湯量毎分１４１リットルを使用して、その

他の施設につきましては、既に温泉給湯管理条例

第１６条別表２の分湯量基準に記載してございま

す数値を使用しているところでございます。 

 なお、この使用料金につきましては、当施設の

指定管理者公募の際の募集要領の支出計画にも記

載しておりまして、指定管理者は既に承知してい

るところでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△平成２９年度予算の審査 
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○委員長（福元光一）次に、平成２９年度各会

計予算の審査を行います。 

 まず、予算の概要について、局長に説明を求め

ます。 

○水道局長（新屋義文）おはようございます。

それでは、水道管理課及び水道工務課所管の予算

概要について御説明いたします。 

 両課が所管いたします予算は、一般会計のほか、

特別会計として簡易水道事業及び温泉給湯事業の

２会計、公営企業会計としまして水道事業会計が

ございます。 

 平成２９年度の予算の特色としましては、まず、

簡易水道事業において、平成３２年度からの公営

企業会計適用のための固定資産の調査等に係る委

託料を措置させていただいております。 

 そのほか簡易水道事業では、当初予算概要の後

ろから２枚めくっていただきまして、１３８ペー

ジをごらんください。 

 上段に記載のとおり、平成２６年度から実施し

ております鹿島地区における老朽管の布設替え及

び次の欄に記載のとおり、長浜地区において下水

道整備事業にあわせた簡易水道事業の老朽管の布

設替え工事ができるよう、基本調査を実施するこ

ととしております。 

 また、もう一つの特別会計であります温泉給湯

事業においては、先ほどございましたとおり、湯

之山館の４月からの指定管理により、同館の維持

管理経費減によりまして、予算額が平成２８年度

に比べ３６％の減となっております。 

 次に、水道事業では、簡易水道とともに、本年

４月から第２段階としまして８.４％の水道料金の

値上げをさせていただきながら、平成２８年度と

同様、建設改良費７億５,０００万円を措置させて

いただき、水道施設の耐震対策及び老朽管布設替

え等を計画的に実施していくこととしております。 

 これまで同様、安全で安心して飲める水を安定

的に供給することを使命に、経営の効率化を図り

ながら施設の更新及び維持管理を万全に行ってま

いります。 

 私からの説明は以上でございますが、予算の詳

細については各課長が説明いたします。よろしく

お願いをいたします。 

────────────── 

△議案第３７号 平成２９年度薩摩川内市

簡易水道事業特別会計予算 

○委員長（福元光一）それでは、議案第３７号

平成２９年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計予

算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（草留隆志）それでは、予算調

書で説明いたしますので、予算調書の２６８ペー

ジをお開きください。 

 議案第３７号平成２９年度薩摩川内市簡易水道

事業特別会計予算について、水道管理課分の概要

を説明いたします。 

 歳出から説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費の水道管理課分は、事

項、一般管理費の１,１８６万１,０００円で、上

甑島・下甑島簡易水道の業務、営業に要する経費

であります。 

 主なものについて、右側に記載しておりますが、

検針業務委託、消費税を計上しております。 

 続きまして、下段の表、３款１項１目元金、事

項、長期債償還元金８,３８６万２,０００円を計

上しております。 

 ２６９ページをお開きください。 

 ２目利子、事項、長期債償還利子１,６３８万 

３,０００円を計上しております。 

 次の５款１項１目、事項、予備費として１００

万円計上しております。 

 以上が水道管理課分の歳出であります。引き続

き、水道工務課分について、水道工務課長が説明

いたします。 

○水道工務課長（四元新一）それでは、水道工

務課分の歳出について説明いたしますので、予算

調書の２７０ページをごらんください。 

 １款１項１目一般管理費１億４ ,２６９万   

４,０００円は、上甑島及び下甑島簡易水道施設の

維持管理等に係る経費でございます。 

 経費の主なものは、下甑の水道業務作業嘱託員

一人と職員５人分の人件費のほか、水道法に基づ

く毎日検査に伴う休日水質検査業務や、各施設の

管理及び電気設備保安管理業務、公営企業会計化

に向けた資産台帳作成業務等の委託料、下甑地域

の遠方監視システムの更新や長浜浄水場流入弁取

りかえ及び制御回路増設等に伴う工事請負費でご

ざいます。そのほか、水質検査手数料や施設管理

に必要な光熱水費、漏水等に対応するための修繕
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料を計上しているところでございます。 

 次に、２款１項１目下甑島簡易水道建設事業費

４,５２０万円は、下甑島簡易水道の施設整備に係

る経費で、長浜地区で平成３０年度から下水道整

備にあわせて計画している配水管布設替えに伴う

委託料と、鹿島地区で実施中の老朽管布設替えに

伴う工事請負費が主なものでございます。 

 別冊となっております建設水道委員会資料の２

ページをお開きください。 

 鹿島地区の老朽管布設替えにつきましてですが、

平成２６年度から平成２８年度までの３カ年計画

で実施してまいりましたが、国の補助内示の関係

で平成２９年度が最終年度ということで、図面の

赤線部分１,０９５メートルの配水管布設替え工事

を計画しているところでございます。 

 以上で、水道工務課分の歳出の説明を終わりま

す。 

 引き続き、歳入について水道管理課長が説明い

たします。 

○水道管理課長（草留隆志）それでは、歳入に

ついて説明いたします。 

 前に戻っていただきまして、予算調書の２６６

ページをお開きください。 

 １款１項１目水道使用料１億６０１万５,０００

円は、上甑島・下甑島簡易水道の給水使用料等で

あります。 

 ３款１項１目簡易水道事業補助金１,９１０万円

は、下甑島簡易水道建設事業に係る国庫補助金で

あります。 

 ６款１項１目一般会計繰入金１億４,５８０万 

７,０００円は、一般会計からの財政援助分であり

ます。 

 ７款１項１目繰越金１,０００万円は、前年度繰

越金の見込み額を計上しました。 

 ２６７ページをお開きください。 

 ９款１項１目簡易水道事業債１,９１０万円は、

下甑島簡易水道建設事業に係る市債であります。 

 続きまして、地方債について説明しますので、

別冊の各会計予算書、予算に関する説明書の  

１６１ページをお開きください。 

 第２表地方債につきましては、簡易水道事業の

建設事業に係る地方債の限度額を１,９１０万円と

するものであり、起債の方法、利率、償還の方法

につきましては、表記載のとおりであります。 

 続きまして、平成２９年３月議会建設水道委員

会資料の１ページをお開きください。 

 水道局の公営企業会計化に向けた取り組みにつ

いて説明いたします。 

 国からの要請により、簡易水道事業、下水道事

業について、資産の現状を把握し、計画的な経営

基盤を強化し、財政マネジメントを向上させるこ

とを目的に、公営企業会計への移行が求められて

おります。 

 簡易水道事業では、平成２９年度に固定資産台

帳作成業務を委託、公共下水道事業など５事業で

は、平成２９年度に公営企業会計化業務委託を予

算措置し、平成３０年度に債務負担行為の設定を

したところです。 

 今後、固定資産台帳に基づく会計移行準備、企

業会計システムの導入に向けた検討を行い、平成

３２年度に公営企業会計を開始する予定で取り組

みを進めてまいります。 

 以上で、議案第３７号平成２９年度薩摩川内市

簡易水道事業特別会計予算の説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第３８号 平成２９年度薩摩川内市

温泉給湯事業特別会計予算 

○委員長（福元光一）次に、議案第３８号平成

２９年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計予算を
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議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（草留隆志）それでは、予算調

書の２７３ページをお開きください。 

 議案第３８号平成２９年度薩摩川内市温泉給湯

事業特別会計予算について、水道管理課分につい

て概要を説明いたします。 

 歳出から説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費の水道管理課分は、事

項、温泉管理費の６２７万１,０００円であります。

経費の主なものは、水道局お客さまセンターに係

る委託料等を計上しております。 

 ５款１項１目予備費１００万円を計上しており

ます。 

 以上が、水道管理課分の歳出であります。 

 引き続き、水道工務課分について水道工務課長

が説明いたします。 

○水道工務課長（四元新一）それでは、水道工

務課分の歳出について説明いたしますので、予算

調書の２７４ページをごらんください。 

 １款１項１目温泉管理費４,９８８万９,０００

円は、樋脇、入来、祁答院地域の温泉給湯事業の

施設の維持管理に係る経費でございます。 

 経費の主なものは、職員一人分の人件費のほか、

施設の除草業務や紫外線装置の保守・点検業務等

の委託料、市比野地区配湯管の老朽管更新及び温

泉場地区土地区画整理地内の配湯管布設替え等の

工事費でございます。そのほか、施設管理に必要

な光熱水費や、漏湯、ポンプ入れかえ等に対応す

るための施設修繕料も計上してございます。 

 以上で、水道工務課分の歳出の説明を終わりま

す。 

 引き続き、歳入について水道管理課長が説明い

たします。 

○水道管理課長（草留隆志）引き続き歳入の説

明をしますので、前に戻っていただきまして、予

算調書の２７１ページをお開きください。 

 １款１項２目分湯使用料は、樋脇、入来、祁答

院の３地域分で３,３２６万円を計上しました。 

 ３款１項１目一般会計繰入金１ ,７５９万   

１,０００円は、一般会計からの財政援助分であり

ます。 

 ４款１項１目繰越金１００万円は、前年度繰越

金の見込み額を計上、５款３項１目雑入は、移転

補償費等を計上しました。 

 ２７２ページをごらんください。 

 入来温泉湯之山館に係る歳入です。 

 ２款１項１目財産貸付収入は、自動販売機設置

に係る土地貸付収入を計上しております。 

 以上で、議案第３８号平成２９年度薩摩川内市

温泉給湯事業特別会計予算の説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）今の一般会計繰入金が昨年

から比べると約１,０９８万円減額という、その根

拠というか、教えていただけますか。 

○水道管理課長（草留隆志）温泉給湯事業につ

きましては、基準外の財政援助分というのは一般

会計からは温泉給湯の特別会計の予算になります

ので、平成２８年度は湯之山館に係る経費が結構

多かったものですから、その分が平成２９年度に

減ってきているということで、一般会計からの繰

出金も減ってきております。 

 以上です。 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第５０号 平成２９年度薩摩川内市

水道事業会計予算 

○委員長（福元光一）次に、議案第５０号平成

２９年度薩摩川内市水道事業会計予算を議題とし

ます。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（草留隆志）それでは、別冊と
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なっております水道事業会計予算書の４ページを

お開きください。 

 議案第５０号平成２９年度薩摩川内市水道事業

会計予算について概要を説明いたします。 

 さきの本会議で局長が説明した部分は省略させ

ていただき、予算の内容について主なものを説明

いたします。 

 収益的収入及び支出のうち収入では、水道事業

収益を１８億８,５５５万８,０００円とし、水道

料金・給水負担金等の営業収益と、一般会計補助

金、長期前受金戻入、資本費繰入収益等の営業外

収益を計上しております。 

 ５ページをお開きください。支出になります。 

 １款水道事業費用で１５億９ ,１５３万    

２,０００円計上し、内訳としまして、１項営業費

用として、１目原水及び浄水費に浄水場、各水源

地に係る維持管理費を、以下、配水及び給水費に

配水管や給水管の維持管理費を、総係費にその他

の管理経費全般を、最後に減価償却費、資産減耗

費等を計上しております。 

 ２項営業外費用として支払利息等を計上し、３

項特別損失として過年度水道料金等還付金、最後

に予備費を計上しております。 

 以上、収入合計１８億８,５５５万８,０００円、

支出合計１５億９,１５３万２,０００円でありま

す。 

 続きまして、６ページをごらんください。 

 投資的経費の資本的収入及び支出について説明

いたします。 

 まず、収入ですが、企業債、工事負担金を計上

し、収入合計４億３０８万５,０００円であります。 

 支出におきましては、１款資本的支出、１項建

設改良費では、１目改良費に水道施設に係る新設

改良費を、２目メーター費に新設水道メーター購

入費を、３目固定資産購入費にポンプ購入費等を

計上しております。 

 ２項企業債償還金として、４億１ ,４３１万  

４,０００円計上しております。 

 以上、支出合計１２億２,８３１万１,０００円

となります。支出に対し収入が不足する額８億 

２,５２２万６,０００円については、前のページ、

２ページになりますが、予算第４条に定めた減債

積立金、過年度及び当年度分損益勘定留保資金等

の財源で補填するものであります。 

 ７ページをお開きください。キャッシュ・フロ

ー計算書であります。 

 １、業務活動によるキャッシュ・フローは、収

益的収入及び支出に係る現金の収支、２、投資活

動、３、財務活動によるキャッシュ・フローは、

資本的収入及び支出に係る現金の収支であります。

１年間の現金の収支として、７億７ ,７１０万  

７,０００円の現金残高になる予定としております。 

 ８ページから１２ページまでは、職員給与費の

明細書であります。 

 １３ページをお開きください。継続費に関する

調書で、アセットマネジメント計画策定業務委託

に係る年割額と財源内訳等であります。 

 １４ページをごらんください。債務負担行為に

関する調書で、丸山浄水場運転管理等業務委託、

水道事業窓口等関連業務委託の限度額等を記載し

てあります。 

 １５ページをお開きください。１８ページまで

が平成２９年度の予定貸借対照表、１９ページか

ら２４ページが平成２８年度の予定損益計算書及

び予定貸借対照表、２５ページから２６ページが

注記項目、２７ページから３３ページが参考資料

となっております。 

 ３３ページの１款１項１目改良費の工事請負費

には、水道局庁舎の単独処理浄化槽から合併処理

浄化槽への改修工事費を計上しております。 

 以上で、水道管理課分の説明を終わります。 

 引き続き、改良工事の内容について、水道工務

課長が説明いたします。 

○水道工務課長（四元新一）それでは、水道事

業の改良事業について説明いたしますので、別冊

となっておりますピンクの表紙の平成２９年度水

道局当初予算資料の１ページをお開きください。 

 既に委員の皆様も御承知のとおり、平成２８年

度から水道施設事業計画に基づき、年間７億  

５,０００万円の事業費を投じて施設の計画的な更

新や基幹施設の耐震化等を図っており、平成２９

年度も引き続き資料に記載のとおりの計画で実施

する予定としているところでございます。 

 それでは、２９年度の事業内容について地域別

に説明いたします。 

 まず、川内地域ですが、上から、統合認可申請

書作成業務委託は、現在、地域で管理運営されて

いる青山町４地区の飲料水供給施設及び専用水道
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を水道事業に統合するための認可申請書を作成す

るもの。導・送水管布設替え工事は、青山水源導

水管ほか２路線の基幹管路１,８４０メートルを耐

震管に布設替えするもの。配水管布設替え工事は、

県道荒川川内線ほか３路線の老朽管１,６３０メー

トルを布設替えするもの。配水管布設工事（新

設）は、上川内地区と水引地区を結ぶ連絡管の整

備を図るため、国道３号ほか１路線に７２０メー

トルの配水管を布設するもので、２番目の水引加

圧施設実施設計業務委託もこれに関連した業務で

ございます。施設整備（更新）工事は、丸山浄水

場の計装設備の老朽化に伴う設備更新のほか、高

江及び網津水源地に非常用発電機を設置するもの。 

 次に、樋脇地域ですが、配水管布設替え工事は、

市道金具牟礼線ほか４路線の老朽管及び漏水多発

路線２,０８０メートルを布設替えするもの。 

 次に、入来地域ですが、配水管布設替え工事は、

市道柳ヶ迫線ほか２路線の老朽管８００メートル

を布設替えするもの。 

 次に、東郷地域ですが、施設整備工事は、藤川

の戸屋川浄水場廃止に向けた施設整備の一環で、

代替水源としての地下水を求めてボーリング工事

を実施するもの。配水管布設替え工事は、市道古

城上水流線ほか１路線の老朽管８９０メートルを

布設替えするもの。 

 次に、祁答院地域ですが、秋上第２配水池実施

設計及び地質調査業務委託は、上手地区の安定給

水を図るための施設整備の一環で、配水池の設計

を行うもの。施設整備（地下水源開発）工事は、

現在、表流水を水源とする黒木、中武地区におい

て、これまで大雨等による濁度上昇で取水できな

い状況が幾度となく発生しているため、安定水源

である地下水を求めてボーリング工事を実施する

もの。配水管布設工事（新設）は、県道下手山田

帖佐線ほか１路線６７０メートルで連絡管等とし

て配水管を布設するもの。 

 次に、全地域に関連したものとしまして、アセ

ットマネジメント計画策定業務委託を実施する予

定で、これは、今後持続可能な水道事業を実現す

るため、中長期的な視点に立って更新需要や財政

収支見通し等を検討し、水道施設のライフサイク

ル全体にわたって効率的かつ効果的に管理運営す

るための計画を策定するものでございます。 

 以上が各地域の計画ですが、このほか、それぞ

れに区画整理や道路工事等に対応するための負担

金工事と材料支出工事を、これまでの実績等によ

り見込みで計上しているところでございます。 

 なお、この計画につきましては、現時点での計

画であり、諸般の事情等により変更する場合があ

ることを御理解ください。 

 以上で、水道事業の改良事業内訳につきまして

説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（成川幸太郎）本当に基本的なことで、

私が認識不足なんですが、収入が１８億８,５００

万円ほどある、支出合計が１５億９,１００万円ぐ

らいなんで、この差額はどこにどんなふうに計上

されているんですか。 

○水道管理課長（草留隆志）水道事業会計の場

合は公営事業会計でございまして、一般会計の場

合は歳入と歳出が同額ということで予算措置をし

ておりますが、簿記会計の場合は、収益的収入と

資本的収入という収入支出がございまして、二つ

に分かれておりまして、今おっしゃった１８億と

１５億というのは、この差が、まあ言えば利益に

なってきます。この利益が出たものが資本的の、

いろんな工事、改良をするときの財源という形に

なってくるというような考えになりますので、簿

記の場合は収入と支出が一致しないというか、収

入のほうが大きくなるような形での会計になって

おりますので、一般会計とちょっとつくり方が違

っております。 

 以上です。 

○委員（成川幸太郎）わかりました。よく余り

理解が進まないということですが、ちょっとまた

勉強させていただきたいと思います。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

○委員（川添公貴）１点お聞きしたいと思うん

ですけど、今、事業費に対して内訳を説明いただ

いたんですが、給水率というんですかね、全世帯

に対して何％給水できているのかというやつです

ね。今回、新設工事が少ないので、どのぐらいに

なるのかなと。本土だけでいいんですけど、川内、

樋脇、入来、東郷、祁答院でいいんですが、教え

てもらえませんでしょうか。 

○水道工務課長（四元新一）平成２７年度の決
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算でいきますと、水道事業につきましては、行政

区域内人口に対します現在給水人口ですが、給水

率としましては９９.４％でございます。 

 あと、簡易水道事業につきましては、これが９

６.３％となっているところでございまして、水道

事業と簡易水道事業を合わせまして、普及率とい

いますか、行政区域内人口に対する普及率につき

ましては９７.４％でございます。 

○委員（川添公貴）わかりました。これ人口で

すよね。それで、何でかというと、的場とか役田

が水道が来とらんもので、あのときいろいろ話を

したとき、旧川内は、旧川内ですよ、川内地区は

給水率が悪いと聞いていたものですから、旧４町

に対して、４町は９９％を超えてたんですけど、

大都会の川内が上水道がないというのはおかしい

んじゃないかと思って、それがあったんでお聞き

したんですけど、できればもうちょっと予算を組

んで、住民の意向もあるかもしれませんけど、接

続管の手数料が、旧川内市としては合併後調整さ

れて低くなったですよね。ですから、絶好のチャ

ンスだと思うんで、事業計画が途中で変えられる

と思いますので、できればもうちょっと普及をさ

せていただきたいなと思ってはいるところでした。 

 というのは、前回１年間事業計画を、１年間水

道料値上げをとめましたよね。かなり影響が出る

と思うんですよね。だから、あれとめてなければ、

その分を余裕を持って整備ができたんじゃないか

と思うんで、そこら辺を踏まえて、この平成２９

年度の補正で対応できるようであれば、ぜひ対応

していただきたいと思うところでした。「あたい

げずいは水道が来とったんどんな、そこら辺いけ

ばまだ水は来とらんたっがよ」そういう事情があ

ったんで、今後ともそういう方向でいろんなこと

を検討していかれるのか、お考えがあったら教え

ていただきたいということです。 

○水道工務課長（四元新一）今、委員からあり

ましたのは上田海地区のことかと思います。これ

は十数年前ですかね、やっぱり要望が強くて、過

去いろいろ自治会長さんを通して調査してまいり

まして、今でもそのデータはまだ残っております。

だから、引いた場合、浄水場を整備した場合、何

戸給水していただけるのか、その辺も全部含めて

したときに、なかなか給水率が上がらないと。要

は接続していただける方が少ないと。高齢化も進

んでるし、跡取りもいないと。井戸で十分だとい

うことで、上田海地区についてはそういう事情で

整備を進めてこなかったという経緯がございます。 

 あと、もう一つ、陽成地区が普及していないと

いう状況です。水道管の整備がされておりません。

陽成地区につきましても、ボーリングとか、井戸

が既にそれぞれで整備されていて、これで十分だ

と、以前の意向調査なんかでもそういうデータが

残っておりまして、その関係で、陽成地区であっ

たり、上田海地区であったりとか、なかなか水道

の計画は進まなかったという現状がございます。 

 もし、今後地域でどうしてもという声があるよ

うであれば、そこは当然、我々としましても検討

していかないと、再検討ですね、すべきと考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○委員（川添公貴）たしかあのとき的場も調査

していただいたと思うので、１４戸数ぐらいのう

ち、入っていいというのが２戸数だったかな、た

しか。なんで、さっきも言いましたように、長期

的な展望で、水道がないから人が来ないのか、人

が来ないから水道がないのかということがありま

すので、できるだけああいう事業計画をきちっと

進めていただいて、１年おくれたですけど、やっ

ていただきたいと思うところでした。 

 それともう１点、私ちょっと資料の見つけ方が

下手なんですけど、この１９ページかな、予算に

関する説明書のですね。営業費用の中で減価償却

費が計上してあるんですけど、資産台帳はどこに

計上してあるんですかね。資産台帳があって、償

却年数があって、パーセントが出てくるんで、そ

の合計がこの金額だと思うんですけど、その資産

台帳はどこに計上してあるのかというのを教えて

もらいたいんです。 

○水道管理課長（草留隆志）今、質問があった

んですけれども、一応減価償却費としては１９ペ

ージのほうに金額は出してあるんですけども、資

産台帳としての様式はこの予算書の中には出すよ

うにはなってないものですから、この予算書とし

ては特に出してないところでございます。 

 以上です。 

○委員（川添公貴）わかりました。見つけるの

が下手だったのかなと思ってたんですけど、でき

れば、減価償却は資産ですので、もとがですね。
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これに対して償却していくので、やはり参考資料

でもいいですので、資産台帳等をお示しいただき

―だから、減価償却費が６億８,１５７万かな。

ということになると、年度数によって違うんです

けど、定額、定率どちらで償却されているんです

か。まあいいです。だから、定額でいけばこれぐ

らいとわかるんで、できればその辺をお示しいた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）去年が１０％引き上げて、

ことしが８％だったと思うんですが、水道事業収

益の中で、営業収益と営業外収益というふうにな

ってるわけですが、純粋に水道料金の値上げによ

ってどれだけの収益増というふうになるのかとい

うことをお尋ねしたいのと、それから、青山４地

区統合認可申請書ということが書いてあるわけで

すが、私も青山の方からちょっと聞いた話ですが、

もともとは山水か何かを使っているような、そう

いう集落があって、そこを、水道事業の中に入る

から、いろいろ設備もしなくちゃいけないとかと

いうことで、値上げが検討されているという話を

ちょっと聞いたんですが、それは正確なことなの

かどうか。そして、どのぐらいの水道料金の値上

げになるのかということを教えていただきたいと

思います。 

○水道管理課長（草留隆志）水道料金が１８.

４％上がりまして、平成２８年度が１０％、平成

２９年度で８.４％改定されます。平成２７年度と

比較しまして、平成２８年度が約１億円、さらに

平成２９年度が１億円概算で上がりまして、平成

２７年度から比較して、平成２９年度は約２億円

料金は上がるという形で積算しております。 

 以上です。 

○水道工務課長（四元新一）私のほうから、青

山４地区のことにつきまして、青山４地区につき

ましては、これまで組合をつくってそれぞれ運営

されてきたんですが、高齢化等が進み、あと施設

も老朽化が進んでいるという状況の中で、今後、

組合で維持管理するのはなかなか厳しい状況であ

るということで要望がございまして、水道事業の

ほうに統合してほしいという要望がございまして、

これは当面設備はそのまま、施設のほうはそのま

ま引き継ぐと。経営統合という形で水道事業に統

合するということでございます。 

 そうしますと、当然、今、組合で運営している

水道料金というのは、多分１カ月何百円とか、そ

れぐらいの金額なんですが、水道事業に統合され

ますと、当然、一律の現水道料金をお支払いいた

だくということになりますよということで説明会

等でお話をしまして、それでお願いしますという

ことで、今、事務を進めているところでございま

す。 

 以上です。 

○議員（井上勝博）何百円というのが平均して

どれぐらい上がるのかなということなんですけど

も。 

○水道管理課長（草留隆志）ちょっと青山のほ

うの単価を幾らというのは、ちょっと把握してな

いんですけれども、今の薩摩川内市の水道料金よ

りは安いというふうには聞いております。今度、

平成２９年４月からの水道料金でいきますと、一

月１５立方メートル使った場合に、一月の請求金

額というのは２,１８０円に、市の水道料金はなり

ますので、これよりは青山のほうは今は安いとい

うふうに聞いております。 

 以上です。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福元光一）次に、議案第３６号平成
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２９年度薩摩川内市一般会計予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（草留隆志）それでは、予算調

書の２５７ページをお開きください。 

 議案第３６号平成２９年度薩摩川内市一般会計

予算のうち、水道管理課分について説明いたしま

す。 

 ４款３項１目水道費、事項、簡易水道事業費 

１億４,５８０万７,０００円は、簡易水道事業会

計への繰出金であります。 

 同じく下段の表、事項、温泉給湯事業費で、同

会計への繰出金１,７５９万１,０００円でありま

す。 

 ２５８ページをお開きください。 

 １３款２項１目公営企業費、事項、水道事業費

６,２８５万１,０００円は、水道事業会計への繰

出金を計上したもので、経費の主な内容は、右側、

調書記載のとおりであります。 

 以上で、議案第３６号平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算のうち、水道管理課分の説明を終わ

ります。 

○水道工務課長（四元新一）それでは、水道工

務課分の歳出について説明いたしますので、予算

調書の２５９ページをごらんください。 

 ２款１項５目財産一般管理費３１万１,０００円

は、旧工業用水施設の維持管理等に係る経費で、

施設内の草刈り業務や浄化槽の点検業務委託等が

主な経費でございます。 

 次に、歳入について説明いたしますので、前に

返っていただき、７５ページをお開きください。 

 １７款１項１目財産貸付収入、予算額６,０００

円は、管理施設内にある電柱等の貸付料でござい

ます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３６号に係る審査を一時中止い

たします。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局から説明がありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）これより所管事務全般に

ついて質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）無償譲渡された大村温泉

と、貸し付けの黒木温泉についてのその後の経過

をちょっと御報告を願います。 

○水道工務課長（四元新一）大村温泉と黒木温

泉、大村温泉のほうは譲渡ですが、黒木温泉につ

きましては貸し付けということでございます。 

 今、我々が持っていますデータとしましては、

１月までのデータを一応準備してございます。大

村温泉につきましては、１月末現在で前年度より

９,４１１人減、マイナス２０.７％でございます。 

 あと、黒木温泉につきましては、７,５８８名で

す。３,８０６名の増ということで、昨年に比べて

５０.２％の増ということですが、黒木温泉につき

ましては、平成２７年度が９月から１２月の頭ま

で、ちょっとポンプの故障によりまして、休館状

態がありましたので、こういう数字が出ていると

思います。 

 大村温泉につきましては、御承知のとおり、去

年の７月、温泉の料金を値上げして、今やってお

られます。あわせて、水道料金がかなりウエート

を占めていたと。支出の。そういう中で、先行投

資ということで、ボーリングを自分でされて、経

営努力をされてということで、我々としましても、

譲渡したから、あるいは貸し付けしたからという

ことでそっぽを向くんじゃなくて、事あるごとに

先方の方と、有川商店さんになりますが、いろん

な話をしながら、経営状況を聞いたり、いろいろ

と問題等の課題、問題を一応お互い共有しながら、

今後末永くこの温泉施設が経営できるような形で

一応やっていきたいということで、今進めている

ところでございます。 

 以上です。 

○委員（大田黒 博）わかりました。前回、以

前、湯之山館が３５０円ですかね。１５０円を 

２５０円、で２３０円にされたんですけれども、
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そのあたりの、同じ地区で、同じ地域で、市でそ

れだけの差があると、利用される方の移動といっ

たものがやっぱり生じたのかなと思ってはいるん

です。だから黒木温泉のほうに、黒木温泉も同じ

金額でしたかね。 

○水道工務課長（四元新一）黒木温泉のほうは

２７０円です。大村温泉のほうが２３０円になっ

ております。 

○委員（大田黒 博）わかりました。やっぱり

一つ心配するのは、それだけ譲渡されて、これだ

け客数が減ってくると、経営が大変なのかなと思

いながら、自助努力をされてボーリングをされた

んでしょうけども、何とかの形で一つ手助けとい

いますか、そういうものが必要なのかなと思った

りもしますけど、それだけ金額を下げられた、料

金を下げられた中に、次のチェックが必要なのか

なと思って心配はしているんですけれども、その

辺の湯之山館あるいは黒木温泉との兼ね合いも出

てくるのかなと思って心配はしているところです

けれども、わかりました。 

 あと一つだけ、先日、墓地の漏水の関係で、大

変１週間ぐらい墓地の水道がとまったんですけれ

ども、漏水機能を探知するそれぞれの探知機とい

うのは、どのあたりにどのぐらいの形であるんで

しょうか。水道局が持っておられるんですよね。

そうしたときに、その墓地の管理の方々が水道局

に依頼されたときすぐ対応してもらえるのか、そ

の辺をちょっと教えていただけませんか。 

○水道管理課長（草留隆志）墓地の給水管とな

りますと、基本的にはお客様のほうの管理区分に

なります。本来でしたら業者の方、給水装置の工

事資格を持った工事業者の方にお願いされて、調

べていただくと。修理までということで、後は最

終的には減免措置、そういうところまでの流れに

なっておろうかと思いますが、水道局としまして

も、漏水探知機は一応持っております。御依頼が

あれば、我々もそうぱっと対応できる状況にない

ときはなかなか難しいですけど、そういうばたば

たしてない状況でございましたら、そういった漏

水探知機等で調査をするということも可能かと思

います。それは時と場合によるかと思いますが、

実際、基本的には給水管については指定工事店の

ほうに依頼されて、修理までしていただくという

のが原則となっているところでございます。 

○委員（大田黒 博）わかりました。その辺は

そうだろうなと思っております。ただ、工事店に

おいて少し差があって、できるところ、できない

ところとあったものですから、それだけのものが

隣の町の工事店にまで依頼したら半日ぐらいでで

きたということで、やっぱりその辺の指導を徹底

していただいて、そうでなければ、こちらのほう

の水道局のほうの探知機を持っていって、１日両

日ぐらいで探知、見つけて、復旧するような形を

とっていただけるようにお願いしておきます。 

 以上です。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）同じく無償貸し付けになっ

た上之湯、下之湯の関係なんですが、今まで  

１５０円ということだったんですが、どうも値上

げをするんじゃないかということでうわさが広が

っていて、ほぼ、だんだんだんだん信憑性が強ま

ってきているということで、心配されている方が

出てきているんですが、今の現状、そして、やっ

ぱり、先ほどおっしゃったんですが、譲渡したか

ら市はもう関係ないよという立場ではないとおっ

しゃったんですけれども、その辺のことについて

はどういうふうにお考えなのかをお尋ねしたいと

思います。 

○水道工務課長（四元新一）上之湯、下之湯に

つきましても、１月末現在のデータがございます。

上之湯につきましては、平成２７年度と比べまし

て ２,１１６名増です。逆に下之湯につきまして

は、２,９２４名の減でございます。 

 今、私どもが株式会社市比野温泉さんからお聞

きしておりますのが、なかなか収支が厳しいとい

う中で、ことし７月１日から料金の値上げをさせ

ていただけないだろうかと、したいというような

意向を持っておられるということで聞いておりま

す。今、現行が１５０円ということでございます

が、それを２００円にというふうに私どもは今伺

っているところです。当然、利用者の方への周知

は市比野温泉さんのほうではきっちりとされると

いうことで我々は認識しているところでございま

す。 

 以上です。 
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○議員（井上勝博）長い間の温泉場でしたので、

毎日毎日自分の自宅にお風呂がない方々が入って

いらっしゃるわけで、これがちょっとだけでも値

上げしてもかなり家計に響いてくるということで、

やはり民間になったから仕方がないというのでは

なくて、やっぱりこういったことについては何ら

かの規制もしなくちゃいけないのかな。必要な場

合はやっぱり補助金を出すとかということも検討

できないんでしょうか。 

○水道局長（新屋義文）上之湯、下之湯、民間

で営業させていただいておりまして、市比野温泉

という中での公衆浴場という経営をしていただい

ております。 

 経営努力もしていただいて、例えば、市としま

しては、例えば無償貸し付けする際にできなかっ

た、工事ができずにお渡しした部分がございます

が、その辺の部分についての援助的な部分はこれ

までもやってきておりまして、例えば、水道料金

の半額とか、それに見合った支出の減というのは

今までもしておりますので、現在、そういうのを

見ながらも、やっぱり経営が苦しいという中での

値上げの御相談がございますけども、そこは皆様

へのサービスという形で頑張っていただいて、こ

ちらもそういう経営状況がどうなるかというのは

今後も把握しながら、お互いに協力して、公衆浴

場が継続できるような形でやっていきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、水道管理課及び水道工務課の審査を終

わります。 

 ここで休憩します。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１０時５８分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時 ２分開議 

         ～～～～～～～～～～ 

○委員長（福元光一）休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

────────────── 

△下水道課の審査 

○委員長（福元光一）次は、下水道課の審査に

入ります。 

────────────── 

△議案第３５号 薩摩川内市農業集落排水

事業分担金徴収条例等の一部を改正する条

例の制定について 

○委員長（福元光一）まず、議案第３５号薩摩

川内市農業集落排水事業分担金徴収条例等の一部

を改正する条例の制定についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）おはようございます。

下水道課です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第３５号薩摩川内市農業集落排

水事業分担金徴収条例等の一部を改正する条例の

制定について説明をいたします。 

 議会資料で説明いたしますので、議会資料の２

ページをお開きください。 

 まず、制定の主旨でありますが、公共用水域の

水質汚濁を防止し、生活環境の改善と公衆衛生の

向上に資するため、平成２９年度から平成３１年

度までの３カ年を生活排水処理対策強化期間とし

て、公共下水道や農業集落排水など下水道処理区

域内において小型合併処理浄化槽を改修して下水

道へ接続する場合に、受益者負担金の一部を減免

または分担金の全額を免除し、下水道への接続推

進を図ろうとするものであります。 

 ２の条例の一部改正の内容でありますが、

（１）の薩摩川内市農業集落排水事業分担金徴収

条例の一部改正では、平成２９年６月１日から平

成３２年３月３１日までに下水道への接続に伴う

排水設備等の工事計画の申請を行った場合、分担

金の全額を免除するするものでございます。表記

載のとおり、城上処理区は現行４万円、祁答院中

央処理区では３万円を全額免除とするものであり

ます。 

 （２）の薩摩川内市漁業集落排水事業分担金徴

収条例の一部改正では、表記載のとおり、上甑の

平良処理区は現行３万円を、手打処理区では４万

円を全額免除とするものであります。 

 （３）の薩摩川内市公共下水道事業川内処理区

受益者負担金徴収条例の一部改正では、表の区分

のとおり、小型合併処理浄化槽の設置補助金を受

けた方は受益者負担金の５０％を減免とし、設置

補助金を受けていない方は８０％を減免するもの

であります。表の負担金の額は、水道の給水メー
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ターの口径が１３ミリの場合を記載してあります。 

 次の３ページの（４）の薩摩川内市公共下水道

事業上甑処理区分担金徴収条例の一部改正では、

上甑処理区の現行３万円を全額免除するものでご

ざいます。 

 ３の施行期日につきましては、新たな減免制度

についての周知期間を設ける必要がありますこと

から、平成２９年６月１日とするものであります。 

 ここで、議案第３５号と関連する助成制度の見

直しについて説明いたしますので、別紙建設水道

委員会資料の３ページと４ページをごらんくださ

い。 

 今回の生活排水処理対策強化期間における助成

制度の見直しについては、下水道への接続推進と

下水道区域以外の区域においては、小型合併処理

浄化槽への切りかえ設置の促進を図ろうとするも

のでありますが、４の対策（助成制度見直し等）

をごらんください。 

 対策の一つとして、（１）は、先ほど議案第 

３５号で説明しました受益者負担金等の減免額の

増額であり、対策の２つ目として、（２）は、公

共下水道等接続補助金の補助対象の拡大と補助額

を増額するものであり、具体的には右側４ページ

の下段をごらんください。 

 現行の交付要綱では、下水道処理区域において、

設置補助を受けずに設置した場合、合併処理浄化

槽から下水道へ接続する場合に一律１０万円を補

助しておりますが、議案第３５号の一部改正条例

の施行日と同じ平成２９年６月１日から、新たに

単独処理浄化槽から下水道に接続する場合に６万

円を補助、くみ取り式トイレから接続する場合に

７万円の補助をするものでございます。 

 左側のページ、４の対策に戻っていただき、

（３）は、小型合併処理浄化槽への切りかえ設置

を促進するため、建築住宅課と連携を図り、既存

住宅改修環境整備事業補助金の交付要綱を一部改

正し、原則１回限りとしているものを、アでは、

下水道への接続または小型合併処理浄化槽の切り

かえ設置を住宅改修にあわせて実施するものに２

回目の補助を認める、イでは、１回目の補助で下

水道への接続または小型合併処理浄化槽の切りか

え設置をあわせた住宅改修を実施したものに２回

目の補助を認めるという内容であります。 

 ３年間の強化期間に限り、これらの助成制度の

見直しを行い、暮らしやすい薩摩川内、誰もが安

心して生き生きと暮らせるまちづくりの実現のた

め、快適な生活環境と生活排水処理の向上を図る

ものでございます。 

 以上で、議案第３５号の説明を終わります。よ

ろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（川添公貴）ちょっと済みません、聞き

漏らしたかもしれんとですけど、周知が、６月１

日施行ですよね。せっかくいい制度なんで、周知

をちょっと徹底してやるべきだろうと思うんで、

そこの説明をもう一つお願いしたいということが

１点。 

 ２点目です。農業集落排水事業の特別会計の中

の予算の中に、幾ら計上してあるのかですね。一

般会計で組んであるのか、この特別会計にはちょ

っと見つけがならないものですから、どこに幾ら

組んであるのかですね。予算をですね。この２点

を教えていただきたい。 

○下水道課長（徳重勝美）６月１日からという

ことでしておりまして、周知に関しましては、４

月１０日号の広報薩摩川内に周知を掲載したいと

いうふうに考えておりまして、また、上下水道の

関係の業者の方々等のほうにつきましても、リー

フレット等を作成いたしまして、事前に説明をし

ていきたいというふうに考えているところでござ

います。 

 それから、予算の関係でございますが、予算に

つきましては、公共下水道等接続補助金拡充とい

うことで７３０万円と、それから建築住宅課分の

関係で３５０万円、それと浄化槽の補助金分で 

３５６万円ということで、１,７２６万円を計上さ

せていただいているところでございます。 

 以上です。 

○委員（川添公貴）３会計ですよね。この議案

が農業集落排水事業の改正ですよね。議案自体が

ですね。だから、そこの特別会計に入ってるのか

なと思ったんですけど、で、どこの会計に入って

ますかという質問だったんですよね。だから、そ

の会計を教えていただければ調べます。 

 それから、もう１点ですけど、先ほど１０日号

の広報薩摩川内に載せられるということだったん
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ですけど、自治会長さんがかわるころなんで、自

治会長説明会があるんですよね。だから、そこで

この資料等をお配りになって周知をされれば、対

象地区の方々はかなりいいのかなと思います。 

 もう総会には間に合わないと思うんですよ。今

月が総会ですから、みんな。だから自治会長説明

会のときに来られますから、そのとき配られれば

と思うんで、ぜひ、先ほど言いましたようにいい

制度で、どんどん活用させていただいたほうがい

いと思うんですけど。 

 最初の１点だけ。どこの会計にのっているのか

というのを教えてもらえれば。どうしても見つけ

られないんで。 

○下水道課長（徳重勝美）この予算につきまし

ては、一般会計のほうで計上させていただいてお

ります。 

○委員（川添公貴）今、一般会計とおっしゃっ

て、今見つけましたけど、下水道課が７３０万円

計上されてますよね。ですから、できればもうち

ょっと、なかなかわかりませんので、どの課で幾

らって、そこを教えていただければ、財政課が答

えてもいいと思うんですけど、教えてもらえれば、

大体今の金額を見て、何戸数予定されるんですか

って、金額から計算すればわかると思うんですけ

ど、そこら辺もお聞きしたいなと思ってたんです

けど、できればそこを教えていただきたいですね。 

○財政課長（今井功司）予算の計上のあり方で

すけれども、一般会計の歳出のほうにのっており

ますのは公共下水道事業の補助金の関係でござい

まして、農業集落排水、漁業集落排水は分担金の

減免でございますので、それぞれの特別会計の分

担金収入を減額する形で調整しているという予算

の計上の仕方になっております。したがいまして、

農業集落排水はそれぞれの特別会計の収入のほう

が減額になっているということで御認識いただき

たいと思います。 

 以上です。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

○委員（大田黒 博）少し関連しますけれども、

私もこの助成制度に対しては大変いいものだと思

っております。ただ、田舎の方で、これだけの減

免されて、それだけの制度があるということを、

川添委員も言われましたけれども、周知徹底する

中で、少しカラーでわかりやすいように、高齢者

が多いんで、その方々が実際、洋式とか和式、そ

ういうものを含めてどれぐらいもう一回かかるの

か、その辺詳しく我々含めて少し回答いただけれ

ばありがたいなと思っております。 

○下水道課長（徳重勝美）このリーフレットに

つきましては、見やすいような形で、文字だけで

はなくて何かイラストを入れたような形で理解で

きるような形でちょっと工夫してみたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

○委員（成川幸太郎）農業集落排水事業分担金

徴収条例等の一部を改正する条例の制定の中で、

制定の内容ですけども、先ほど説明受けたんです

が、米印で大馬越処理区、入来中部処理区及び里

処理区は分担金なし、またその下にも下甑、片野

浦処理区は分担金なしとなっている。この分担金

がないというのはどういう。 

○下水道課長（徳重勝美）当時、この農業集落

排水を整備されるという、合併前ですね。入来町

につきましては、この分担金を設定しておりませ

んで、分担金なしという形でしておりましたので、

各地区によりまして、当時の整備の状況によりま

して、分担金を徴収したりとか、していないとこ

ろがあるということでございます。 

 以上でございます。 

○委員（成川幸太郎）市の政策ということで、

地域の状況によって分担金が出る、出ないという

のが発生するということですか。 

○下水道課長（徳重勝美）合併前の当時に分担

金を徴収していないところがありましたものです

から、合併後も同じく当時の状況に合わせた形で、

分担金をいただいているところ、とらないところ

というふうにしているところでございます。 

○委員（成川幸太郎）ということは、今度の条

例の改正で、分担金のこれだけのところがゼロに

なってなくなるんですけども、ほかでこういった

分担金をとっているところはないんですか。この

対象になって、分担金をとっているという。 

○下水道課長（徳重勝美）分担金を徴収してい

るところは、この議会資料の表の中に書いてある

ところが分担金を徴収しているところでございま

して、ここの表のところにつきましては、３年間

につきまして分担金を免除しましょうということ

でございます。 
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○委員（成川幸太郎）３年間が終わったときは

また復活するということですか。 

○下水道課長（徳重勝美）そのように今のとこ

ろは考えているところでございます。 

○委員（成川幸太郎）できることならそのまま

ほかの、地域によってとらないところがあれば、

合併してそのまま、申請をされた場合にはそのま

まとらないというほうが整合性はあるんじゃない

でしょうか。 

○下水道課長（徳重勝美）３年後のこの状況を

見まして、また検討したいというふうに思ってお

ります。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

○委員（川添公貴）財政課に聞きますけど、今、

分担金がゼロになる、８０％減免になるというこ

とで、分担金で当初で調整してあると。歳入でで

すね。ということでしたよね。そうすると、この

条例を発布することによって、３年計画の、平成

２９年、３０年、３１年度の見込みの市民の方々

の世帯数ですね。どれぐらい見込まれているのか

というのが数字に出てこないということなんで、

そこを教えてもらえませんでしょうかね。実質、

今この歳入を見ると、７万円分担金を計上してい

るんですよね。ただ、これは完全に簿外ですので、

どれぐらい見込まれているのか。 

 それで、そのパーセントで平成２７年度末の５

８％が３１年度末で６４％になる、６ポイント増、

これわかるんですけど、大体の目安の戸数はどれ

ぐらいを見ていらっしゃるのかなと思ってですね。

本体数がわからないんでパーセントがちょっと厳

しい。 

○下水道課長（徳重勝美）この３年間におきま

して６ポイントということでございますが、約４

４５世帯ぐらい伸びるという形の試算で設定して

ございます。全部でございます。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△平成２９年度予算の審査 

○委員長（福元光一）次に、平成２９年度各会

計予算の審査を行います。 

 まず、予算の概要について、局長に説明を求め

ます。 

○水道局長（新屋義文）それでは、下水道課所

管に関する予算の概要について御説明いたします。 

 下水道課では一般会計のほか４つの特別会計を

所管しております。 

 それでは、当初予算概要の１３８ページをごら

んください。 

 下のほうですけれども、小型合併処理浄化槽設

置整備補助事業としましては、平成２８年度と同

額の補助金に加えまして、先ほど説明いたしまし

た生活排水処理対策強化による増額分を措置させ

ていただいており、次の１３９ページでございま

すけれども、公共下水道等接続補助金の予算増額

等を行うほか、先ほども説明しましたが、建設部

建築住宅課のいわゆるリフォーム補助金との連携

を行うなどして総合的に実施することによりまし

て、下水道へのさらなる接続、それと小型合併処

理浄化槽の設置促進を図ってまいります。 

 そのほか、１３９ページの次の欄ですけれども、

公共下水道事業では、川内処理区の宮里浄化セン

ターポンプ等の整備、平佐第二地区の汚水管路の

整備に加えまして、その下の欄、下甑の長浜地区

の整備に係る設計業務等に着手するほか、次の 

１４０ページでございますが、上甑地区では長寿

命化対策を、また、次の農業集落排水事業では施

設統合に向けた業務委託や機能強化事業を実施す

ることとしております。これらの実施により、下

水道事業全体において施設の適切な処理機能の確

保や効率的な維持管理に向けた取り組みを行うこ

ととしております。 

 私からの説明は以上でございます。予算の詳細
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については課長から説明いたします。よろしくお

願いいたします。 

────────────── 

△議案第３９号 平成２９年度薩摩川内市

公共下水道事業特別会計予算 

○委員長（福元光一）それでは、議案第３９号

平成２９年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計

予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第 

３９号平成２９年度薩摩川内市公共下水道事業特

別会計予算について説明いたします。 

 予算調書の２７７ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 １款１項１目、事項、公共下水道管理費１億 

９,６２１万円は、川内地域の公共下水道施設及び

上甑地域の特定環境保全公共下水道施設の維持管

理等に係る経費でございます。 

 経費の主なものは、お客さまセンターによる窓

口業務に係る公共下水道事業窓口等関連業務委託、

平成３２年度からの下水道事業の公営企業会計移

行に向けた固定資産調査・評価業務委託、日常の

維持管理及び災害対策の強化として災害時に必要

な下水道台帳システム構築業務委託、川内処理区

の宮里浄化センター等包括的維持管理業務委託な

ど、川内処理区の雨水対策として、管路の老朽化

状況を確認する雨水管渠点検業務委託、上甑処理

区の中甑・中野浄化センター等に係る包括的維持

管理業務委託等が主なものでございます。 

 次に、下段の２款１項１目、事項、公共下水道

整備費６億８,０７９万７,０００円は、川内地区

及び長浜地区、上甑地区の公共下水道施設整備に

係る経費であり、経費の主なものは、宮里浄化セ

ンターポンプ棟建設工事委託、平佐第二地区の汚

水管路施設詳細設計業務委託及び管路施設工事等

のほか、長浜地区の終末処理場基本設計業務委託

等が主なものでございます。 

 次のページ、２７８ページをごらんください。 

 ３款１項１目、事項、長期債償還元金２億  

５,２００万７,０００円及び、下段の３款１項２

目、事項、長期債償還利子８,５０５万６,０００

円は、施設整備時に借り入れました長期債の償還

元金及び利子であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２７５ページをお開きくだ

さい。 

 歳入の主なものについて説明します。 

 １款２項１目公共下水道事業負担金４０１万 

３,０００円は、川内処理区に係る公共下水道事業

受益者負担金です。 

 ２款１項１目公共下水道施設使用料１億   

２,３４２万８,０００円は、川内処理区及び上甑

処理区の公共下水道施設使用料が主なものです。 

 ３款１項１目公共下水道事業費補助金２億  

８,４６４万５,０００円は、宮里浄化センターポ

ンプ棟建設工事委託等に係る地方創生汚水処理施

設整備推進交付金等で、補助率は２分の１であり

ます。 

 次のページ、２７６ページをごらんください。 

 ４款１項１目一般会計繰入金３億９,８７９万 

８,０００円は、歳出に対応して措置する一般会計

からの繰入金であります。 

 ７款１項１目公共下水道事業債４億１０万円は、

整備費及び固定資産調査・評価業務委託に対応し

て措置するものであります。 

 続きまして、債務負担行為について説明いたし

ますので、別冊の予算に関する説明書の２０５ペ

ージをお開きください。 

 第２表債務負担行為において、事項は公共下水

道事業公営企業会計化業務委託で、設定期間は平

成３０年度、限度額は２,０４０万円で、先ほど歳

出で説明いたしましたが、公営企業会計化に向け

た固定資産評価等を２カ年度にかけて実施する業

務委託に係る後年度分の事業費について、債務を

負担する行為として設定するものでございます。 

 次のページ、２０６ページの第３表地方債につ

きましては、公共下水道事業の施設整備等に係る

地方債の限度額を４億１０万円とするものであり、

起債の方法、利率、償還の方法につきましては、

表記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第４０号 平成２９年度薩摩川内市

農業集落排水事業特別会計予算 

○委員長（福元光一）次に、議案第４０号平成

２９年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計予

算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第 

４０号平成２９年度薩摩川内市農業集落排水事業

特別会計予算について説明いたします。 

 予算調書の２８１ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 １款１項１目、事項、農業集落排水管理費  

５,９８９万７,０００円は、城上処理区ほか４処

理区の農業集落排水施設の維持管理等に係る経費

であります。 

 経費の主なものは、お客さまセンターによる窓

口業務に係る本土地域の農業集落排水事業窓口等

関連業務委託、公営企業会計移行に向けた固定資

産調査・評価業務委託のほか、城上処理区、大馬

越処理区、入来中部処理区、祁答院中央処理区及

び里処理区の施設維持管理業務委託等が主なもの

でございます。 

 次に、下段の２款１項１目、事項、農業集落排

水事業費８,７２０万円は、農業集落排水施設の機

能強化に係る経費であり、入来町において処理区

域が隣接する入来中部処理区と大馬越処理区の施

設統合に向けた測量設計業務委託、城上及び里処

理区において機能強化計画に基づく機械設備等の

機能強化工事が主なものでございます。 

 次のページ、２８２ページをごらんください。 

 ３款１項１目、事項、長期債償還元金１億  

１,０８６万円と、下段の事項、３款１項２目、事

項、長期債償還利子１,９１９万３,０００円は、

施設整備時に借り入れました長期債の償還元金及

び利子であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２７９ページをお開きくだ

さい。 

 歳入の主なものについて説明いたします。 

 ２款１項１目農業集落排水施設使用料４,８１４

万４,０００円は、５処理区の施設使用料が主なも

のであります。 

 次のページ、２８０ページをごらんください。 

 ３款１項１目農業集落排水事業費補助金４９３

万６,０００円は、農業集落排水施設整備に係る県

の交付金で、補助率は事業費の１０％に財政力指

数を乗じた割合となっております。 

 ４款１項１目一般会計繰入金１億３,２０４万 

１,０００円は、歳出に対応して措置する一般会計

からの繰入金であります。 

 ７款１項１目農業集落排水事業債４,８６０万円

は、施設整備費及び固定資産調査・評価業務委託

に対応して措置するものであります。 

 ９款１項１目農業集落排水事業補助金４,３００

万円は、施設の機能強化工事に係る国の農山漁村

地域整備交付金で、補助率は事業費の５０％でご

ざいます。 

 続きまして、債務負担行為について説明いたし

ますので、別冊の予算に関する説明書の２３０ペ

ージをお開きください。 

 第２表債務負担行為において、事項は農業集落

排水事業公営企業会計化業務委託で、設定期間は

平成３０年度、限度額は１,０５０万円で、公営企

業会計化に向けた固定資産評価等を２カ年度で実

施する業務委託の後年度分の事業費について、債

務を負担する行為として設定するものであります。 

 次のページ、２３１ページの第３表地方債につ

きましては、農業集落排水事業の施設整備等に係

る地方債の限度額を４,８６０万円とするものであ

り、起債の方法、利率、償還の方法につきまして

は表記載のとおりでございます。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審査賜

りますようお願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ
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りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（川添公貴）１点だけお聞きしたいと思

います。歳入のほうで農業集落排水施設使用料の

滞納分がございますよね。督促料の滞納分という

ことで計上されているものがあるんですけど、こ

れずっと見ていくと、１点目、長期の滞納である

のかどうかということですね。当然計上しなきゃ

いけないんで、長期であるのかということが１点。 

 それから、里地区に関しては、滞納がほとんど

ない状態ですよね。やはりこの制度が広く予算措

置を反映していくのに、ほかの地区にもお願い、

水道料金とすればほとんど滞納がないんですよね、

これ見ると。少しでも減らしていただきたいとい

うことで、この予算を実行していくのに、少しど

うされるのか。この２点だけ教えてもらいたい。 

○主幹兼管理グループ長（野元正文）長期の件

につきましては、農業集落排水の城上地区の方で

１名の方が長期で高額の滞納の方がいらっしゃい

ます。あとについてはほとんど前年分とか、そう

いう感じで該当があります。平成２７年度分の滞

納分というふうになっております。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

○委員（川添公貴）収納率が高いところの活動

をやっぱりほかのところにも周知徹底しなきゃい

けない。 

 それで、城上が長期滞納ということなんで、法

定の５年は越えてないだろうと思うんですよね。

でも、予算措置をするときに、財政課にちょっと

お聞きしたいんですが、とれる見込みがない可能

性が高いやつを予算計上するのはいかがなものか

なと思うんですよね。当然、そこにある債権を計

上するのは当たり前なんだけど、見込みでやるべ

きところで、この計上をせずにやっていく必要が

あるだろうと。 

 それと、ほかのところについては前年度分、も

しくはもう１年前ということなんで、これも長期

の債権、長期にわたるとは思うんですけど、そう

いうのをなぜこういう予算計上の仕方をするのか

ですね。通常であれば、しないほうが歳出と合わ

せやすいですよね。見込みがないやつを計上して

いるのは、そこら辺をどう考えていらっしゃるの

か。 

○財政課長（今井功司）繰り越し分につきまし

ては、予算を編成する上では、実際的に繰り越し

の可能性が高いものにつきましては翌年度の予算

に計上すべきだと考えております。額については、

徴収できない可能性があるものについては、予算

計上することによって歳入を過大に見てしまうと

いう面も発生しますので、この計上のあり方につ

いては非常に注意しながら計上すべきだとは考え

ておりますが、また逆に、今度は徴収しなければ

ならない、徴収する権限があるものについて予算

を上げなければならないという反面もございます

ので、その辺の予算計上額につきましては、現行

ではとる義務が発生しているものにつきましては、

予算計上を今、現実としては計上しているところ

でございます。今後その計上のあり方については

検討していきたいと考えているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（川添公貴）とる権利、もしくは時効に

なってないやつは計上する義務がありますし、そ

ういう予算措置もあると思うんですけど、何を言

いたいかというと、とれないようなやつをいつま

でも抱きかかえておくのは、職員の方の労働時間

とか督促料とか、そういう労働時間と計算すると

物すごく無駄なんですよね。だから、結果的に不

納欠損で処理したほうが早いだろうという考え方

を持ってるんで、今年度、平成２９年度で何らか

の動きがないときは、そのような方向でまた考え

ていかれたらなとは思っています。 

 というのは、バランスを考えたときに、どっち

が得かですよね。不納欠損にしたほうが得なのか、

人件費の相当額のほうが高いんじゃないかと。そ

こら辺がありますので、ぜひこういう計上のされ

方も、難しいとは思うんですが、不納欠損も頭の

中に入れながら組んでほしいとは思っております。 

 以上です。 

○水道局長（新屋義文）税金と一緒ですけども、

やっぱり公正公平といいますか、ある程度、この

場合は下水道を使用していただいたのを滞納でご

ざいますので、やはりある程度職員としましても

納入していただくという努力をしながら、おっし

ゃるとおり、どうしてもという部分については不

納欠損を考えていきたいと思います。 

 ただ、やはり市としましては、収入は確保して

いくという基本原則のもとに動きをとりながら、
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今後の滞納者の動きも見ながら対応していくとい

うことで、今後もこれまでと同様の対応でいきた

いと思います。適切に判断をしていきます。 

 以上です。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

○委員（宮里兼実）私は、先ほど川添委員とは

全く違う考えで、やはり滞納をするということを

見たら、下水道だけじゃなくして、それはもちろ

ん水道料金、いろんな住宅、税金、いろいろあり

ますけれども、何で長年滞納をさせるのか。やは

り滞納しないように、今、それで不納欠損で落と

せばいいと言いましたけど、こういう例があれば、

連鎖、そういう人が出てくる可能性もあったりす

るから、この下水道だけでなくて、ほかの面に対

してでもそういう不納者が出てくる可能性があり

ますので、そういうところはもうやはり徹底して

やらなければ、欠損で落とせでいけば、真面目に

払っている人がばかを見るというようなことにな

りますから、そういったことは徹底してやるよう

にこれからも続けてほしいと思っています。 

 終わります。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第４１号 平成２９年度薩摩川内市

漁業集落排水事業特別会計予算 

○委員長（福元光一）次に、議案第４１号平成

２９年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計予

算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第 

４１号平成２９年度薩摩川内市漁業集落排水事業

特別会計予算について説明いたします。 

 予算調書の２８５ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 １款１項１目、事項、漁業集落排水管理費  

２,９００万１,０００円は、平良処理区ほか２処

理区の漁業集落排水施設の維持管理等に係る経費

であります。 

 経費の主なものは、公営企業会計移行に向けた

固定資産調査・評価業務委託のほか、平良処理区、

片野浦処理区、手打処理区の３処理区の処理施設

等の維持管理業務委託が主なものでございます。 

 次に、下段の３款１項１目、事項、長期債償還

元金４,１７８万円と、次のページ、２８６ページ

の３款１項２目、事項、長期債償還利子８４０万

９,０００円は、施設整備時に借り入れました長期

債の償還元金及び利子であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２８３ページをお開きくだ

さい。 

 歳入の主なものについて説明いたします。 

 ２款１項１目漁業集落排水施設使用料１,７２７

万２,０００円は、３処理区の施設使用料が主なも

のであります。 

 次に、４款１項１目一般会計繰入金５,８２０万

８,０００円は、歳出に対応して措置する一般会計

からの繰入金であります。 

 次のページ、２８４ページの７款１項１目漁業

集落排水事業債３１０万円は、固定資産調査・評

価業務委託に対応して措置するものであります。 

 続きまして、債務負担行為について説明いたし

ますので、別冊の予算に関する説明書の２５０ペ

ージをお開きください。 

 第２表債務負担行為において、事項は漁業集落

排水事業公営企業会計化業務委託で、設定期間は

平成３０年度、限度額は３４０万円で、公営企業

会計化に向けた固定資産評価等を２カ年度で実施

する業務委託の後年度分の事業費について、債務

を負担する行為として設定するものでございます。 

 次のページ、２５１ページの第３表地方債につ

きましては、漁業集落排水事業に係る地方債の限

度額を３１０万円とするものであり、起債の方法、
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利率、償還の方法につきましては、表記載のとお

りでございます。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審査賜

りますようお願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第４２号 平成２９年度薩摩川内市

浄化槽事業特別会計予算 

○委員長（福元光一）次に、議案第４２号平成

２９年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計予算を議

題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第 

４２号平成２９年度薩摩川内市浄化槽事業特別会

計予算について説明いたします。 

 予算調書の２８８ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 １款１項１目、事項、浄化槽管理費１,２９３万

５,０００円は、上甑地区の市町村設置型戸別合併

処理浄化槽の維持管理に係る経費であります。 

 経費の主なものは、浄化槽法に基づく法定検査

手数料及び浄化槽維持管理業務委託のほか、公営

企業会計移行に向けた固定資産調査・評価業務委

託でございます。 

 次に、下段の３款１項１目、事項、長期債償還

元金４４６万３,０００円と、次のページ、２８９

ページをお開きいただき、３款１項２目、事項、

長期債償還利子６４万２,０００円は、施設整備時

に借り入れました長期債の償還元金及び利子であ

ります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２８７ページをお開きくだ

さい。 

 歳入の主なものは、２款１項１目浄化槽排水施

設使用料６６１万６,０００円は、市町村設置型戸

別合併処理浄化槽の施設使用料であります。 

 ４款１項１目一般会計繰入金９８８万８,０００

円は、歳出に対応して措置する一般会計からの繰

入金であり、７款１項１目浄化槽事業債１５０万

円は、固定資産調査・評価業務委託に対応して措

置するものであります。 

 続きまして、債務負担行為について説明いたし

ますので、別冊の予算に関する説明書の２６７ペ

ージをお開きください。 

 第２表債務負担行為において、事項は浄化槽事

業公営企業会計化業務委託で、設定期間は平成３

０年度、限度額は１６０万円で、公営企業会計化

に向けた固定資産評価等を２カ年度で実施するた

めの業務委託の後年度分の事業費について、債務

を負担する行為として設定するものでございます。 

 次のページ、２６８ページの第３表地方債につ

きましては、浄化槽事業に係る地方債の限度額を

１５０万円とするものであり、起債の方法、利率、

償還の方法につきましては、表記載のとおりでご

ざいます。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審査賜

りますようお願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 
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 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止し

てありました議案第３６号平成２９年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第 

３６号平成２９年度薩摩川内市一般会計予算のう

ち、下水道課分について説明いたします。 

 予算調書の２６０ページをお開きください。 

 ４款２項４目、事項、下水処理施設管理費  

２,２２０万６,０００円は、永利処理区と鹿島処

理区の地域下水道処理施設の維持管理等に係る経

費であります。 

 経費の主なものは、永利処理区のお客さまセン

ターによる窓口業務等に係る地域下水道事業窓口

等関連業務委託、永利処理区及び鹿島処理区の処

理施設維持管理業務委託に係る経費のほか、地域

下水道事業の公営企業会計移行に向けた固定資産

調査・評価業務委託が主なものでございます。 

 次に下段の４款２項４目、事項、小型合併処理

浄化槽整備補助事業費１億７,２１５万６,０００

円は、小型合併処理浄化槽の設置整備補助に係る

経費であります。 

 経費の主なものは、お客さまセンターによる小

型合併処理浄化槽設置整備事業窓口等関連業務委

託に係る経費と、小型合併処理浄化槽設置整備事

業補助金であります。 

 当該補助金は、１０人槽以下の小型合併処理浄

化槽の設置に対し補助金を交付するもので、補助

金額は５人槽で３３万２,０００円、７人槽で  

４１万４,０００円、１０人槽で５４万８,０００

円であり、単独浄化槽からの切りかえについては、

さらに１０万円の上乗せをするものでございます。 

 次に、２６１ページをごらんください。 

 ４款２項４目、事項、浄化槽費９８８万   

８,０００円は、浄化槽事業特別会計への繰出金で

あります。 

 次に、下段の６款３項４目、事項、農業集落排

水費１億３,２０４万１,０００円は、農業集落排

水事業特別会計への繰出金であります。 

 次のページ、２６２ページをお開きください。 

 ６款５項５目、事項、漁業集落排水費５,８２０

万８,０００円は、漁業集落排水事業特別会計への

繰出金であります。 

 次に、下段の８款５項４目、事項、下水道管理

費８,６６８万８,０００円は、下水道行政の一般

管理に係る経費であり、経費の主なものは、一般

職９人分の職員給与費等や日本下水道事業団の研

修参加負担金等に係る経費のほか、公共下水道等

接続補助金が主なものでございます。 

 次に、２６３ページをごらんください。 

 ８款５項４目、事項、都市下水路管理費８４７

万２,０００円は、川内地域の都市下水路の維持管

理に係る経費で、管路の老朽化等の状況を確認す

る都市下水路点検業務委託及び改修等工事が主な

ものでございます。 

 次に、下段の８款５項４目、事項、ポンプ場管

理費８６８万６,０００円は、川内地域の雨水ポン

プ場の維持管理に係る経費で、中郷ポンプ場及び

平佐ポンプ場の施設維持管理業務委託等が主なも

のでございます。 

 次のページ、２６４ページをお開きください。 

 ８款５項４目、事項、公共下水道費３億   

９,８７９万８,０００円は、公共下水道事業特別

会計への繰出金であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、７６ページをお開きくださ

い。 

 歳入の主なものを説明いたします。 

 １４款１項３目衛生使用料２ ,０８４万    

３,０００円は、永利処理区と鹿島処理区に係る下

水施設使用料が主なものであります。 

 １５款２項３目衛生費補助金５ ,３３８万   

１,０００円は、小型合併処理浄化槽設置整備事業

に係る地方創生汚水処理施設整備推進交付金で、

補助率は３分の１であります。 

 １６款２項３目、衛生費補助金３ ,１９７万  

７,０００円は、小型合併処理浄化槽設置整備事業

に係る県補助金で、補助率は、本土地域が３分の

１、甑島地域が４分の１にそれぞれ財政力により
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補正された率となっております。 

 続きまして、債務負担行為について説明いたし

ますので、別冊の予算に関する説明書の１０ペー

ジをお開きください。 

 第３表債務負担行為における下水道課分は、上

から２番目の事項、地域下水処理事業公営企業会

計化業務委託で、設定期間は平成３０年度、限度

額は４５０万円で、公営企業会計化に向けた固定

資産評価等を２カ年度で実施するための後年度分

の事業費について、債務を負担する行為として設

定するものでございます。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審査賜

りますようお願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３６号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局の説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）下水道の経営戦略に

ついて説明をさせていただきます。 

 前回、１２月議会の建設水道委員会でも説明い

たしましたが、平成２９年度からの普通地方交付

税の算入に、今年度中の策定が要件となりました

ことから、現行の特別会計での経営戦略を作成し

たものであり、今後、平成３２年度からの公営企

業会計化に向けた固定資産調査等の作業と並行い

たしまして、公営企業会計移行後の経営戦略とし

て改定することとしておりますので、御理解くだ

さいますようお願いいたします。 

 それでは、建設水道委員会資料の５ページと６

ページをごらんください。 

 経営戦略の概要で説明をさせていただきます。 

 １の事業概要でありますが、施設、使用料、組

織等の現状把握と検証を行い、類似団体と比較・

分析を行いました。 

 ２の経営の基本方針ですが、３つの基本方針と

５つの施策を定め、健全な経営に取り組み、安全

で快適な下水道サービスを持続し、環境衛生の向

上と公共用水域の水質保全を図ることとしており

ます。 

 方針１の下水道施設の整備及び維持管理の効率

化では、施策１、下水道施設整備、施策２、下水

道施設の維持管理として、宮里浄化センターの増

設や長浜地区の下水道整備などの事業推進と、下

水道施設の長寿命化対策や耐震化対策などを実施

し、災害時における初動体制の強化に努めること

としております。 

 方針２として、生活排水の適正な処理の推進で

は、施策３、下水道への接続推進について、平成

２９年度から平成３１年度の３カ年を生活排水処

理対策強化期間として、助成制度の充実を図り、

戸別訪問による下水道への接続推進に取り組みま

す。 

 方針３として、下水道事業の事業経営の安定化

では、施策４、経営基盤の強化として、接続率向

上による経営の健全・安定化、施設統合によるコ

スト縮減など、維持管理の効率化を図ることとし

ております。 

 施策５、経営基盤の安定では、平成３２年度か

らの法適化により公営企業会計への移行を行い、

ホームページ等を活用した下水道の普及啓発を図

ることとしております。 

 ３の投資・財政計画ですが、施設整備に関する

投資試算と財源の見通しを試算した財源試算のほ

か、投資以外の経費も含めた今後１０年間の収支

計画を作成いたしましたが、投資試算においては、

大型投資事業に基づき事業費を算定し、財源試算

においては、現行の特別会計での作成のため、財

源不足につきましては一般会計繰入金で調整した

ところです。 

 ４の経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

ですが、進捗管理については、毎年度の決算後に

検証を行い、平成３１年度には法適化に合わせた

改定を行うこととしています。 

 なお、特別会計ごとの経営戦略を別冊としてお

りますので、後ほどお目通しくださいますようお

願いいたします。 

 以上で、所管事務報告を終わります。 
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○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これを含めて、所管事務全般につい

て質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（井上勝博）生活排水で下水道への接続

推進の今の説明の中で、未接続家屋、事業所等が

まだ生活排水が未処理のまま流されているという

ことですが、これ統計的なことの説明は、という

か、要するに対象家屋とか事業所のうち未接続が

どのぐらいあるかとかというのは把握されている

んでしょうか。 

○下水道課長（徳重勝美）公共下水道の接続の

状況でございます。川内処理区につきましては約

４７％の接続の状況でございます。 

 あと、入来のほうにつきましては、約５６％で

ございます。祁答院が約８７％でございます。甑

島のほうが、里が約８０％、上甑のほうが約８

７％、下甑のほうが７０％、鹿島が約８８％とい

う状況になっております。 

 以上です。 

○議員（井上勝博）これは公共下水道などに未

接続ということなんですかね。例えば合併浄化槽

を設置されていない方は把握できるんですか。 

○下水道課長（徳重勝美）今、説明いたしまし

たのは、集合処理といいまして、下水の処理施設

がある地区内での接続率を説明いたしました。地

区外につきましては、ちょっとまだ詳しいデータ

がございませんので、今のところは、申しわけご

ざいません。 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、下水道課の審査を終わります。御苦労

さまでした。 

 ここで休憩いたします。再開をおおむね１３時

といたします。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後０時 １分休憩 

～～～～～～～～～ 

          午後０時５８分再開 

          ～～～～～～～～～ 

○委員長（福元光一）休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

────────────── 

△建設政策課の審査 

○委員長（福元光一）次は、建設政策課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福元光一）まず、審査を一時中止し

てありました議案第３６号平成２９年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

 予算の概要について、部長の説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、ただいまか

ら建設部６課１室について審査のほうよろしくお

願いを申し上げます。 

 ２月の議員勉強会でも少しお話ししましたけれ

ども、建設部の一般会計ベースでの総額が５４億

７,０００万円、前年度より２億８,０００万円ほ

ど多く措置をされているところであります。 

 それでは、建設政策課について概要を説明をさ

せていただきます。 

 総額で３億８２８万４,０００円を措置し、建設

部の総括課として、部内職員の給与等が主なもの

になっております。川内川市街部改修事業、南九

州西回り自動車道整備事業、藺牟田瀬戸架橋建設

促進事業など国・県事業促進に係る要望活動経費

や各種期成会、協議会の負担金等も例年どおり措

置をしたところであります。南九州西回り自動車

道の阿久根川内道路は、本格着工に向けた詳細設

計に入りますが、早い段階で用地買収に入れるよ

うに取り組むため、本年度から用地調査のため嘱

託員を１名雇い上げることといたしました。 

 藺牟田瀬戸架橋につきましては、想定を超える

天候不良、時化等によりまして作業不可能日数が

多く発生し、新聞報道でもありましたとおり、完

成が３１年度以降ということになっておりますが、

予算のつき具合は順調でありますので、一日も早

い完成につきまして検討、連携をしながら進めて

いきたいと思っているところであります。 

 詳細につきましては、課長のほうから説明ござ

いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）次に、当局に補足説明を

求めます。 

○建設政策課長（須田徳二）建設政策課でござ

います。 

 よろしくお願いいたします。 
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 それでは、議案第３６号平成２９年度薩摩川内

市一般会計予算のうち建設政策課分について御説

明いたします。 

 建設政策課の平成２９年度予算につきましては、

例年どおり、用地関係予算において地籍調査に関

する事務経費と所有権移転登記並びに過去の未登

記の解消等に関する経費を、また土木行政関係予

算において、職員給や国、県事業に関します期成

会等への負担金等のほか、各種要望活動並びに関

係機関・団体との協議調整に関します経費を計上

しております。 

 まず、歳出から御説明いたしますので別冊とな

っております予算調書の１９０ページをお開きく

ださい。 

 上段の２款１項１３目地籍調査費の事項、地籍

調査事務費１,３９３万８,０００円は、地籍調査

業務にかかる職員給与費などの一般管理費及び地

籍図の修正等にかかる経費でございます。 

 経費の主なものは、右の欄記載のとおり、一般

職１名分の人件費並びに地籍図の修正業務委託等

であります。 

 次に、下段の事項、用地管理事務費６,０８３万

８,０００円は、用地買収に伴う所有権移転登記並

びに過去の未登記関係の解消業務に係る経費であ

ります。 

 経費の主なものは、右の欄記載のとおり、登記

事務を行う嘱託員１４名分の報酬、一般職３名分

の人件費、並びに公共嘱託登記等業務委託費であ

ります。 

 次に１９１ページをお開きください。 

 上段の８款１項１目土木総務費の事項、土木総

務費、２億２,８４３万７,０００円は、土木行政

に係る職員給与費などの一般管理費、並びに国県

道の整備促進等に係る経費であります。 

 経費の主なものは、右の欄記載のとおり、一般

職２７名分の人件費、並びに関係団体であります

九州国道協会等の各種協会、協議会、期成会など

への負担金等９件であります。 

 次に、下段の８款３項１目河川総務費の事項、

河川管理費２０２万円は、川内川改修事業建設促

進に関する関係機関との協議調整や要望活動等に

係る経費であります。 

 経費の主なものは右の欄記載のとおり、川内川

下流改修促進期成会への分担金及び川内市街部改

修促進期成会への補助金であります。 

 続きまして、１９２ページをお開きください。 

 上段の８款４項１目港湾総務費の事項、港湾総

務費４７万２,０００円は、港湾整備促進に関する

関係機関との協議調整や要望活動に係る経費であ

ります。 

 経費の主なものは、右の欄記載のとおり、日本

港湾協会並びに鹿児島県港湾協会など、関係団体

への負担金３件であります。 

 続きまして、下段の８款５項１目都市計画総務

費の事項、南九州西回り自動車道建設促進事業費

２５７万９,０００円は、南九州西回り自動車道建

設促進に関する関係機関との協議調整や事業推進

に係る経費であります。 

 経費の主なものは、右の欄記載のとおり、南九

州西回り自動車道建設促進期成会、鹿児島県高規

格幹線道路建設促進協議会及び南九州西回り自動

車道阿久根川内道路建設促進協力会への負担金で

あります。 

 なお、先ほど部長からもありましたとおり、平

成２９年度から阿久根川内道路の事業推進を図る

ため、事業用地の相続や権利関係を調査するため

の用地調査業務嘱託員１名を配置することとして

おり、その嘱託員報酬を計上しております。 

 次に歳入について、御説明いたします。 

 前に戻っていただき、予算調書の５３ページを

お開きください。 

 １４款２項１目手数料の７８万円は、地籍調査

の成果である、一筆座標・多角点座標等の地籍成

果品交付手数料であります。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（福元光一）ただいま当局説明があり

ましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ声あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員はおりませんね。 

 ここで、議案第３６号に関わる審査を一時中止

します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を行

います。 
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 当局に説明を求めます。 

○建設政策課長（須田徳二）資料は準備してあ

りませんが、南九州西回り自動車道の開通状況に

ついて御報告いたします。 

 既に新聞報道等で御存じとは思いますが、先日、

３月１１日に南九州西回り自動車道出水阿久根道

路の高尾野北・野田間２.８キロが開通いたしてお

ります。 

 出水阿久根道路につきましては、平成２９年度

に出水高尾野北間３.９キロの開通が予定されてお

り、出水インターチェンジから阿久根インターチ

ェンジまでの出水阿久根道路１４.９キロが、平成

２９年度で全線開通することとなっております。 

 また、平成３０年度には、芦北出水道路の津奈

木水俣間５.６キロも開通する予定となっており、

南九州西回り自動車道約１４０キロのうち、平成

３１年度以降に残る区間は、芦北出水道路の水俣

出水間１６.３キロと阿久根インターチェンジから

薩摩川内水引インターチェンジまでの阿久根川内

道路２２.４キロとなります。 

 市としましては、阿久根川内道路の一日も早い

全線開通に向けて、強く要望していくとともに、

平成２９年度から事業用地の権利調査や相続調査

等にも本格的に協力していきたいと考えています。 

 それから、川内川関係でありますが、今月７日

に九州で初めてとなります、水系一貫の川内川水

系かわまちづくりがかわまちづくり支援制度にお

いて新規登録されました。 

 川内川においては、これまで個別の市町で実施

されてきました河川環境整備事業を水系一貫の考

えの下にかわまちづくり計画を策定、推進し地域

の活性化に資することを目的に設立された川内川

水系かわまちづくり推進協議会、これについては、

構成メンバーでありますが、沿線の薩摩川内市、

さつま町、伊佐市、湧水町、えびの市の３市２町

と、鹿児島県、宮崎県、国において策定された計

画であります。 

 概要についてでありますが、川内川流域は、上

流域からえびの市のクルソン峡、湧水町の阿波渓

谷、伊佐市の東洋のナイアガラと呼ばれる曽木の

滝、さつま町の轟の瀬、薩摩川内市の長崎堤防な

どがあり、自然、歴史、文化を反映した地域ごと

に特色のあるすばらしい河川景観を有していると

ともに、鮎やホタルが生息するなど、良好な河川

環境のほか、温泉地などの魅力的な地域資源が数

多く存在しています。 

 これらの地域資源を活かすため、豊かな恵みを

もたらす川内川を核とし、河川の利用を基本方針

として、単独地域では成し得ない地域活性化を目

指すとともに、観光面での連携を強化して、かわ

まちづくりを中心とした、川内川ブランドを確立

し、交流人口及び物産販路等を拡大し、地域経済

の活性化を図ることとしております。 

 本市においては、向田地区と大小路地区を含む

川内市街部の２地区が登録されました。 

 これを機に住民参加のもと市民が身近に水辺に

親しめる場や各種イベントの活動拠点となるよう

な河川空間づくりを進め、安全で親しみやすい川

内川を目指していきたいと考えております。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これを含めて所管事務全般について

質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（森永靖子）どこで言っていいのかわか

らないので、取りあえずお願い、聞いてみたいん

ですが、隈之城・高城線についてはどこで言った

らいいんですか。所管事務でまず、どこからでも

言ってみれということでしたので。 

 よろしいですか。 

 今回、住民の方々から、地域の方々の集まりが

あった中で話を進める中でですね、２６７から国

分寺御陵下間の事業の再開があるのかどうか。 

 あるとすればいつ頃になるのか。まさか忘れら

れてはいないんだろうなということで、一応、聞

いてみてくれということでしたので、お聞きした

いと思います。 

○建設部長（泊 正人）隈之城・高城線の国道

の２６７から京セラ第２工場下までの区間が  

１,０００メートルちょっとだと思いますけれども、

都市計画決定をされながら一向に動きがございま

せん。 

 現在、都市計画事業といたしましては、川内川

の市街部改修を大小路地区で行われている中郷五

代線と駅前からホテルオートリのほうに行きます

駅前白和線の２本を行っております。 

 今後実施しなければならない路線としては、隈

之城・高城線とそれから川内駅東口で、まだ都計
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決定はされておりませんけれども、東口から隈之

城・高城線のセイカスポーツ辺りに、平成通りも

コンベンションホールとか東口の開発なので、動

きを見せないといけないというものなどがござい

まして、再開はしないといけないというふうには

思っておりますけれども、まだ時期等が不明でで

すね、優先順位とかその辺をことしからちょっと

検討しなければならないということで市長からも

指示が出ておりますので、早い時期にそういう時

期なり、めどについては、お示ししないといけな

いというふうには思っておりますので、もうしば

らくお待ちください。 

○委員（森永靖子）集まりの中で出たのが、や

っぱり住宅の建設がどんどん進んできているので、

にもかかわらず、やっぱり通勤、通学、買物、防

災などについてはぜひ必要な路線だというふうに

考えるし、先ほど部長もおっしゃったように、高

城・上川内地区・東大小路・中郷地区、やっぱり

ぜひとも幹線道路としては必要だと考える。もう

２０年以上も前から都市計画化されているのでは

ないだろうかというようなことで話をしてみてく

れということですので、一応。話しいたしました。 

 ありがとうございました。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんでし

ょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で建設政策課の審査を終わります。 

 ここで休憩します。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後１時１６分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後１時１６分再開 

          ～～～～～～～～～ 

○委員長（福元光一）休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

────────────── 

△建設整備課の審査 

○委員長（福元光一）次に、建設整備課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第３２号 薩摩川内市普通公園条例

の一部を改正する等の条例の制定について 

○委員長（福元光一）まず、議案第３２号薩摩

川内市普通公園条例の一部を改正する等の条例の

制定についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建設整備課長（吉川正紀）それでは、議案第

３２号薩摩川内市普通公園条例の一部を改正する

等の条例の制定について説明いたしますので、議

案つづりのその２の３２－１ページをお開きくだ

さい。 

 提案理由は、建設部長が本会議で説明いたしま

したので省略いたします。 

 次のページの３２－２ページをお開きください。 

 併せて、議会資料の１ページをお開きください。 

 第１条で別表第１の各項に薩摩川内市農村公園

でありました天神池公園他１３公園を薩摩川内市

普通公園条例に加え、第２条で薩摩川内市農村公

園を廃止するものです。 

 条例改正後も引き続き同様に管理することから、

地域住民及び公園利用者への直接的な影響は発生

いたしません。今回の改正により、公園管理事業

費で一元化に管理できることから、施設の突発的

な修繕等の事案に対して、より円滑な対応が可能

となります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議方を

お願いいたします。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を議案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止し
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てありました議案第３６号平成２９年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

 予算の概要について部長に説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、建設整備課

について御説明をさせていただきます。 

 建設整備課につきましては、予算総額で１７億

１,９８０万４,０００円を措置させていただきま

した。これは、前年度に比べまして６億円ほど多

い額でございます。 

 一般道路整備事業、公園整備事業など、例年ど

おり実施いたしますとともに、都市計画道路につ

きましては、先ほども少し述べましたが、駅前白

和線の新地橋の完成に向け取り組んでまいります。 

 平成２９年度末には新設道路への切り替えを予

定しているところでございます。 

 また、県で実施しております県道整備や港湾整

備負担金につきましても例年どおり措置をさせて

いただいているところでございます。 

 指定管理制度によります市内公園の管理につき

ましてもさらなる充実に努めてまいりたいと思っ

ております。 

 陸上競技場のトラック改修、丸山自然公園のク

レーコートから人工芝への改修、また大小路地区

で行われております河川改修に伴いますかわまち

づくり事業などが新規事業となっております。 

 それから、鹿児島国体関連で、他の課からの執

行委託が建設整備課にかなり入ってまいります。

事業量が増加いたしますけれども、職員一丸とな

って頑張っていき、早期発注に努めてまいりたい

と思っております。 

 詳細につきましては、課長のほうから説明がご

ざいますので、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）次に、当局に補足説明を

求めます。 

○建設整備課長（吉川正紀）それでは、議案第

３６号平成２９年度薩摩川内市一般会計予算の建

設整備課分について説明いたします。 

 まず、歳出から説明いたしますので、予算調書

の１９３ページをお開きください。 

 ８款２項３目一般道路整備事業費の事業費６億

３，４０４万９，０００円は、道路新設改良事業

及び県営道路整備事業負担金に係る経費です。 

 経費の主なものは、職員９人分の人件費のほか、

各地域より要望のあった市道等の新設改良に伴う

経費及び県が施行する東郷西方港線ほか、県道整

備に係る負担金です。 

 その他、エコパークかごしまに関連する周辺地

域振興事業費も含まれております。 

 次に、下段の同目中甑江石線整備事業費の事業

費３,７０６万８，０００円は、上甑地域の市道中

甑江石線の拡幅整備に係る工事請負費が主な経費

です。 

 次に、１９４ページをお開きください。 

 同目鳥ノ巣線整備事業費の事業費５,１５７万 

８,０００円は、鹿島地域の市道鳥ノ巣線の拡幅整

備に係る工事請負費のほか、関連する補償費など

が主な経費です。 

 次に、下段の８款４項１目港湾県営事業負担金

の事業費４,０００万円は、県港湾整備計画に基づ

き、県が管理する川内港、里港、長浜港の改修等

に係る負担金です。 

 次に、１９５ページをお開きください。 

８款５項２目駅前白和線整備事業費の事業費 

１億３,１２１万円は、駅前白和線の拡幅整備に係

る経費です。 

 主なものは、工事請負費などや関連する支障物

件移設補償などが主な経費です。また、先ほど部

長からもありましたが、平成３０年３月までには、

新しい橋と橋への切り替えを予定しているところ

です。 

 次に、下段の８款５項５目公園管理事業費の事

業費４億７,９１８万９,０００円は、市内全域の

公園緑地等の維持管理、施設整備工事及び公園長

寿命化事業に係る経費です。 

 経費の主なものは、職員４人分の人件費のほか、

総合運動公園など、市内の都市公園及び普通公園

など１７８公園の指定管理委託料のほか、隈之城

川公園駐車場の管理や街路樹等の管理に伴う委託

料、向田地区かわまちづくり事業に伴う施設整備

や公園施設長寿命化事業施設整備等の工事請負費

などが主な経費です。 

 次に、１９６ページをお開きください。 

 同目総合運動公園整備事業費の事業費２億  

３,０００万円は、同公園の整備などに係る経費で、

陸上競技場のトラックレーンなどの改修や野球場

の観客席などの改修の工事請負費です。 

 次に、下段の同目丸山自然公園整備事業費の事

業費１億１,５００万円は、同公園の整備に係る経
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費で、平成３２年度開催予定の国民体育大会で実

施する競技種目ホッケーの施設整備でクレーコー

トを人工芝に改修する工事請負費です。 

 なお、国民体育大会終了後は、サッカー場とし

て利用します。 

 次に、１９７ページをお開きください。 

１１款４項１目現年公用・公共施設災害復旧事

業費の事業費１７０万円は、台風や大雨等による

災害発生時に、公園施設の破損や街路樹の倒木処

理等に対応するための経費です。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただきまして、５４ページをお開き

ください。 

 主な歳入について説明いたします。 

上段の１４款１項６目使用料の土木使用料で予算

額１,４００万４,０００円で、都市計画使用料の

主なものは、７段目の公園使用料（本庁分）  

１５０万円で丸山自然公園のほか有料公園施設の

使用料です。 

 また、隈之城川公園駐車場使用料１,１０４万円

は、月極２０５台分と時間貸し８２台分の駐車場

料金です。 

 １５款２項６目国庫補助金の土木補助金で予算

額２億２,４３５万９,０００円で、道路橋梁費補

助金は９,４０５万円です。一般道路整備事業費及

び中甑江石線ほか１路線の整備に伴う補助金です。

都市計画事業費補助金は５,９９５万円で、駅前白

和線の整備に伴う補助金です。公園緑地事業費補

助金は７,０３５万９,０００円で、公園施設長寿

命化事業及び丸山自然公園の整備に伴う補助金で

す。 

 １７款１項１目財産運用収入の財産貸付収入で

予算額１４５万円は、公園などに設置してある自

動販売機などの貸地料です。 

 １７款２項２目財産売払収入の物品売払収入で

予算額２３０万円は、矢立農村公園のニジマス販

売に伴う売払収入です。 

 ２１款４項２目受託事業収入の土木費受託事業

収入で予算額４,５００万円は、エコパークかごし

まの建設に関連した周辺地域振興事業に伴う県か

らの受託事業収入です。 

 次のページの５５ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入の雑入で予算額４４４万 

４,０００円で、主なものは、２段目の電気・水道

料実費収入金、寺山いこいの広場分１００万円で、

施設内に設置してある自動販売機等の電気料及び

レストハウス等の水道料です。 

 また、５段目の川内駅西口駅前広場管理受託収

入の２４０万円は、駅前広場の管理をＪＲ九州と

の協定に基づき行っており、これに伴う管理受託

収入です。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審議方お願いいたします。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）国体に対しまして、それ

ぞれの競技場が少し整備をされるということなん

ですが、大体、状況、直接聞きながらわかってき

ましたけれども、一点だけ。この陸上競技場のこ

の２億３,０００万というやつが、少しお話を聞い

たところ、県の鴨池陸上競技場が少し使えなくな

るということで、併せてこっちを使わせてくれと

いうことらしくて、県からのそういうこういうも

のに掛かるのを半分でも、何％かでも県ができな

いものかなという話も少し聞いたんですけど、話

合いのあれはできているのか、その辺をちょっと

お聞かせ願えませんか。 

○建設部長（泊 正人）陸上競技場につきまし

ては、鴨池陸上競技場がメイン会場になりまして、

平成２９年度の秋口から大規模改修に入ると。２

年間掛かりますので、その間、高校総体とか県選

手権とか、国体予選と、中学校の全国大会につな

がる大会が開催できないということで、基本的に

は、次にいい競技場というのが川内の３種競技場

になります。そして、川内には、３,０００メート

ル障害ができる水濠がついておりますので、県選

手権とかそういうのは川内でやりたいということ

で、ずっと進めてまいりまして、市長も県に対し

て、そういう県の都合で、こちらもやるんだから、

幾らかそういう県の補助をもらえないかというこ

とがあってですね、こう言っては何ですけども、

伊藤知事のときにも水面下でされておりましたけ

れど、最終的にはなかなか厳しくなってまいりま

して、私どもも県の陸上競技協会の会長が、本坊

酒造の会長さんなんですけども、そちらに市民ス

ポーツ課と出向いたりしてですね、したんですけ

れども、結果的には県の国体事務局からも、ほか
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にやってるので、ホッケー場とかいろいろやって

るので、陸上競技場には、やれないというような

ことで、一回断念しかかったんですけれども、そ

の県の都合もあるんですけれども、もともとは平

成５年にできて、もうかなり、１、２レーンは一

回改修してるんですけど、３レーンから８レーン

まで改修してなかったりして、そういうこともあ

って、今回は単独でやるということでしたが、こ

こに来てですね、ちょっと県からじゃないんです

けども、別の補助が７,０００万ぐらいは取れるよ

うになってきましたので、県に対しては、逆に貸

しをつくった形になっているというようなのが状

況でございます。 

○委員（大田黒 博）はい、わかりました。 

 県が使うんであったら、少しでも負担をという

のがもう少しどうにかなると、国体準備委員会に

出ながらですね、その県の課長ともう少しお願い

はしたんですけれども、そういう状況であるので、

またいい形で進んでいくのかなと思っております

ので、わかりました。 

 ありがとうございます。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

○委員（川添公貴）８款５項５目の街路樹等管

理業務委託かな。１,１３５万円と文字を読めばわ

かると思うんですけど、維持課なんですが、道路

伐採作業業務委託などと、この業務の内容の住み

分けをまずは教えていただきたい。 

○建設整備課長（吉川正紀）建設整備課で行う、

街路樹等の管理業務委託１,１３５万円ですが、こ

れにつきましては、都市計画道路というのがあり

まして、天大橋通りのクスノキとか、中パの前の

クスノキ、また大小路・中郷線と言いまして、旧

ルートインの前から警察署の前、そういう都市計

画道路に生えてる樹木、それと低木については、

建設整備課のほうで剪定とか伐採とかをやってい

ます。それがここに出てくる街路樹等ということ

で上げているところです。 

 あと、そういう伐採、普通の市道の山とかそう

いう土手の草の伐採は維持課のほうになると思い

ます。 

 以上です。 

○委員（川添公貴）わかりました。維持課で質

問します。 

 ありがとうございました。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第３６号に係る審査を一時中止しま

す。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局から説明がありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）これより、所管事務全般

について質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（成川幸太郎）課がはっきりわからない

んですが、道路が出てきてるんでお尋ねします。 

 昨年の９月議会で福元委員長が質問されました

農道の市道への移管という業務が今後整備が整い

次第進めていくことで、耕地課は２００カ所ぐら

いを建設のほうに言ってるんだという話があった

んですけども、その後、農道から一般市道に変わ

ったというところが済んでるのがあるんだったら

教えていただきたい。 

○建設部長（泊 正人）建設維持課のほうにな

りますが、要は農道を市道認定っていうよりも、

農道だけれども、もう宅地化が進んだ地区の農道

であるので、維持課で管理をしていきましょうと

いうことで、一つ一路線ずつ市道認定していけば

いいんでしょうけども、やはり、通常の管理は耕

地課も担いながら、舗装が悪くなったりとか、側

溝が悪くなったり、そういうときに維持課でやり

ましょうという取決めでありますので、特にその

１年に何本ずつ農道を市道認定していこうという、

そういう作業はまだ今のところはしておりません

が、将来的にはそういうことをしたほうがすっき

りするとは思います。まだそこには手を付けてお

りません。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

 質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設整備課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

△建設維持課の審査 

○委員長（福元光一）次は、建設維持課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福元光一）まず、審査を一時中止し

てありました議案第３６号平成２９年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

 予算の概要について部長に説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、建設維持課

について御説明をさせていただきます。 

 総額で１７億７,０００万円ほどを予算措置させ

ていただきました。ほぼ例年並みの規模でござい

ます。 

 道路河川の維持管理を中心に業務を展開してお

ります。 

 橋梁につきましては長寿命化計画に基づき、計

画的に進め、内水対策におきましても川内川市街

部改修に伴います旧田原病院付近の下内田樋管改

修が行われるため、それに合わせた排水路整備を

行い、川内川河川事務所付近の浸水対策を進めて

まいりたいと思います。 

 それから、本会議でも御質問のございました道

路河川の伐採等につきましても状況を把握しなが

ら市民の要望に応えられるように業者委託等、ス

ピーディーな対応に努めてまいります。 

 交通安全対策につきましても、春、秋の交通安

全週間期間中に開催をされます各地区での道路診

断で提案をされるガードレールやカーブミラー等

の設置等、安全対策に努めてまいりたいと思って

おります。 

 詳細については、課長のほうから説明がござい

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（福元光一）次に、当局に補足説明を

求めます。 

○建設維持課長（内田俊彦）それでは、議案第

３６号平成２９年度薩摩川内市一般会計予算の建

設維持課分について御説明申し上げます。 

 まず、歳出から御説明いたします。 

 予算調書の１９８ページをお開きください。 

８款２項１目道路橋梁総務費１億１,３７４万 

９,０００円です。これは、道路橋梁に係る経費で、

経費の主な内容は、道路調査設計等業務嘱託員等

の報酬、及び一般職の給料、並びに道路台帳整理

業務委託等の経費を計上しております。 

 次はその下になります。 

同目道路橋梁附帯設備管理費２ ,５４２万   

２,０００円です。これは、道路橋梁の附帯設備の

管理に係る経費で、経費の主な内容は、道路照明

の取替工事及び街路灯に係る電気料金並びに鉄道

と交差している市道のアンダー部に設置している

ポンプ場等の管理に係る経費等を計上しておりま

す。 

 次は１９９ページをお開きください。 

 ８款２項２目道路維持費６億８，９５１万  

９,０００円です。これは、市道の維持補修等に係

る経費で、経費の主な内容は、道路維持補修等業

務嘱託員の報酬、及び道路愛護作業謝金、並びに

市民の皆様からの御要望に対応するための道路維

持修繕工事などや原子力発電所に伴う避難道路の

整備として市道寄田・上野線の工事請負費等を計

上しております。 

 次はその下の欄になります。 

８ 款 ２ 項 ３ 目 交 通 安 全 施 設 単 独 事 業 費    

２,０００万円です。これは、交通安全施設等の設

置に係る経費で、経費の主な内容は、カーブミラ

ー、ガードレール、区画線など交通安全対策に係

る工事請負費を計上しています。 

 次は２００ページになります。 

 ８款２項４目橋梁維持費３億５,８４０万円です。 

これは、橋梁の維持補修等に係る経費で、平成 

２５年度に策定いたしました橋梁長寿命化修繕計

画に基づいて、平成２７年度より本格的に補修工

事や点検業務を実施しております。経費の主な内

容は、補修工事に係る工事請負費と補修に係る設

計業務委託、それと橋梁点検業務委託に係る経費

を計上しております。 

 次は下の欄になります。 

 ８款３項１目河川管理費３,６０１万６,０００

円です。これは、河川、水門等の管理に係る経費

で、経費の主な内容は、宮里ダム管理業務嘱託員、

水門管理人等の報酬、河川愛護謝金並びに河川伐



- 32 - 

 

採等業務委託料等を計上しております。 

 次は２０１ページをお開きください。 

 同目河川施設管理費３,２６０万円です。これは、

水門等の修繕や河川のしゅんせつ、整備に係る経

費で、経費の主な内容は、高江町の寒水川の護岸

整備工事費と、地元要望や平成２５年度に策定し

た河川の寄洲除去計画に基づく寄洲除去に係る経

費を計上しております。 

 次はその下の欄になります。 

 同目排水機場管理費８９７万５,０００円です。

これは、排水機場の管理に係る経費で、経費の主

な内容は、排水機場管理人及び補助員の報酬を計

上しております。 

 次は２０２ページをお開きください。 

 ８款３項１目急傾斜地崩壊対策事業費３,３８０

万円です。これは、急傾斜地崩壊対策事業に係る

経費で、経費の主な内容は、測量設計業務委託料

と内門２地区外２カ所の工事請負費及び県営事業

に係る負担金を計上しております。 

 次はその下の欄になります。 

 ８款３項２目河川改修事業費８０万円です。こ

れは、県が事業主体でございます県単砂防事業の

負担金であります。 

 次は２０３ページをお開きください。 

 ８款４項１目港湾総務費２４１万４,０００円で

す。 

 これは、上甑町の江石港と桑之浦港、２カ所の

港湾の管理に係る経費で、経費の主な内容は、江

石港の長寿命化修繕計画の策定に係る委託費を計

上しております。 

 次は下の欄になります。 

 同目港湾排水機場管理費２０１万８,０００円で

す。これは、里支所管内の荒切川排水機場の管理

に係る経費でございます。経費の主な内容は、排

水機場管理人及び補助員の報酬等を計上しており

ます。 

 次は２０４ページをお開きください。 

 ９款１項５目水防費６６万１,０００円です。こ

れは、水防倉庫の備蓄資材の購入及び維持修繕の

経費でございます。 

 次はその下の欄になります。 

 ９ 款 １ 項 ６ 目 災 害 予 防 応 急 対 策 費 １ 億    

２,５８１万９,０００円です。これは、災害発生

時の応急対策作業及び内水対策中・長期ビジョン

に基づく排水施設等の整備並びに特別災害復旧事

業に係る経費で、経費の主な内容は、崩土除去作

業の機械借上料及び浸水被害解消を目的とした排

水対策事業の工事請負費並びに特別災害復旧補助

金を計上しております。 

 次は２０５ページをお開きください。 

 １１款２項１目現年公共土木災害復旧事業費 

３億１,１３９万４,０００円です。これは、現年

公共土木施設災害の復旧に係る経費で、一般職の

給与費並びに公共災害復旧工事費等を見込みとし

て計上してございます。 

 次は下の欄になります。 

 １１款２項２目現年単独土木災害復旧事業費 

９４８万円です。これは、単独災害復旧事業に係

る経費で、工事請負費等を見込み計上しておりま

す。 

 以上で歳出の説明を終わりまして、引続き歳入

について御説明いたします。 

 予算調書の５６ページをお開きください。 

 主な項目についてのみ説明させていただきます。 

 １２款１項１目交通安全対策特別交付金   

１,４００万円です。これは、道路交通法に基づく

交通反則金について、県から交付されるものでご

ざいます。 

 同じく５６ページから５７ページにかけて記載

してありますが、１４款１項６目土木使用料  

３,１５７万円です。これは、道路橋梁使用料とし

て、市道及び法定外公共物である里道、水路の九

電柱、ＮＴＴ電話柱、ガス管等の道路占用料及び

使用料、それと上甑の桑之浦港で水産会社に荷揚

げ場として一部占用させている港湾施設使用料で

す。 

 次は５７ページの中ほどになります。 

 １ ５ 款 １ 項 ４ 目 災 害 復 旧 費 負 担 金 １ 億    

７,７２６万９,０００円です。これは、見込み計

上の現年公共土木災害復旧費負担金でございます。 

 次はその下の１５款２項６目土木費補助金  

１億９,１６２万円です。これは、橋梁維持補修事

業３億４,８４０万円の国庫補助金でございます。 

 次はその下になります。 

 １５款３項３目土木費委託金１ ,４２４万   

３,０００円です。これは、国土交通省所管の水門

及び排水機場等の管理委託金でございます。 

 次はその下の１６款２項６目土木費補助金  
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１,２５０万円です。これは、急傾斜地崩壊対策事

業２,５００万円の県補助金分でございます。 

 次はその下の１６款３項６目土木費委託金  

４９３万９,０００円。これは、県管理の水門管理

委託金と権限委譲事務委託金及び県管理港湾であ

る里港へ流れ込む荒切川排水機場に係る管理委託

金でございます。 

 以上で、建設維持課に係る平成２９年度一般会

計予算の説明を終ります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（川添公貴）先ほど部長から説明があっ

たんですが、まず、道路伐採の作業についてです

ね、ちょっと２点ほどお聞かせ願いたいと思うん

ですが、この予算が通ったとして、発注時期がい

つ頃になるのか。というのは、通学の新入生なん

かがですね、通学するのにちょうど伸びてきて、

その樹木の間でよく見えないもんですから。いつ

も努力していただいているんですけど、大体どの

辺頃から発注されるのかということが一点。 

 それから、もう一点ですね、多分ここになると

思うんですけど、道路にかぶさってきてますよね。

これ、わかってて聞いてますからね。法的にもな

かなか厳しいというのはわかるんですけど、何ら

かこの予算で手立てを打っていく方法を考えない

と、地権者の承諾があってということですけども、

できないかということ。この予算について二つで

すね。 

 それから、先ほどもありましたが、道路反射鏡

等設置工事事業の安全対策費ですね、これが春と

秋の要望等を聞いてということで、部長が先ほど

総合的に説明されたんですが、今、回ってみます

と、かなり路面の塗料が取れてきてるのがあって

ですね、予算的にも厳しいだろうと思うんですけ

ど、年次的にちょっと計画を立てていただけない

かなと。ことしが東郷、来年が東郷、再来年が東

郷とかですね、そういう計画は組めないでしょう

から、東郷の一部、どこの一部という具合に組ん

でやっていただくのと。 

 それと、安全施設、カーブミラー、ガードレー

ルの点検をどうされてるのかなと。多分、この予

算の範囲内しかできないと思うんで。かれこれ２

年ほど、３年ほど前にお願いしたカーブミラーが

ですね、まだ大事に壊れたままとってあるもんで

すから。そういう話でした。 

 それはもう私が見に行ってないんで、はっきり

言えないんですけど。大事にとっておくのも必要

なんですよ。点検をですね、ぜひしていただきた

いというので、その辺も春の交通安全週間に合わ

せてやっていただけるのかなというのが一つです。 

 今、取りあえず大きく２点だけお聞きしてみた

いと思います。 

○建設維持課長（内田俊彦）まず、伐採につい

て。新しく通学もあるということで、いつ頃から

かということですけれども、道路伐採につきまし

ては、大体年に２回ぐらいをめどにこれまで要望

があったところと毎年しないといけないというよ

うなところを含めて、基本的にはお盆前とか、そ

の後、もう一回という形で実施をさせていただい

ているところですけれども、通学が始まって見え

ない、そういうようなところもあるということで

あればですね、また現地等確認させていただいて、

そういったところは早めに対応できるようにして

いきたいというふうに思います。 

○委員（川添公貴）法面のそういうところじゃ

なくて、植栽がありますよね。市道なんかの立ち

木植栽。ツツジとか、街路樹。あれがちょうど伸

びてきてですね、街路樹のところを子どもが通っ

て行くと見えないもんで。早めに切ってもらえな

いかということです。 

 法面については、もう言われたとおり、いつも

やってもらってるんで。それはもう予算の範囲で

しかできないだろうと思うんですけど。その範囲

の中で、例えば中郷なんかがよう伸びてるんです

よね。子どもが全然見えないんです。その意味で

す。済みません。 

○建設維持課長（内田俊彦）わかりました。 

 一応、通常やる部分は今説明したとおりのやり

方でやっています。今言われたような低い低木が

ある部分で維持課で管理をしないといけない部分

につきましては、現場等確認させていただいて、

見えないようであれば低くまた刈るなどの対応を

随時させていただきたいというふうに考えており

ます。 

 それから、交通安全の表示、白線等とか、そう

いった横断歩道とか、表示が見えないということ
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だろうというふうに思います。横断歩道等につき

ましては、県の公安委員会が実施することになり

ますので伝えていきたいと思います。それ以外の

側線等につきましては、維持課のほうで実施する

ことになりますので、適時、御要望があればやっ

てはおるんですけれども、２,０００万という予算

です。本当は、私もバイクで来たりすると、なか

なか消えて、ここはないよねというようなところ

も認識はしているんですけれども、予算の範囲の

中でですね、まず、どこをまずしたらいいかとい

うことを相談しながらやってる関係上、そういう

ような状況になっております。 

 今後また表示について年次的に計画ができない

かということです。これにつきましては、予算も

関わることでございます。財政課長も来ておりま

すので、協議をさせていただきながら、確保に努

めてまいりたいというふうに思います。 

 それから、カーブミラー等の点検ということで

したけれども、現場等に出るとき、もしくは帰り、

そういった古いミラー等がある場合につきまして

は、確認をし、新しいのに交換とかしてる状況に

あるんですけれども、なかなか全てにパトロール

できない部分もございまして、見落としている部

分もあろうかと思います。そういったものにつき

ましては、また現場等も確認させていただきなが

ら交換等させていただきたいというふうに思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員（川添公貴）限られた予算ですので、し

てほしいとこはたくさんあるんですけど、さっき

言ったように、順番を決めていただいてですね、

それから横断歩道は県がやるというのはわかって

るんで、停止線ですよね、俗に言う。止まれがつ

いてない停止線等々の部分だけ優先的にやってい

けばそう掛からんのかなと思いました。 

 よろしくお願いしておきたいと思います。 

 それとですね、今、歳入についてありましたん

で、交通安全対策特別交付金について、この  

１,４００万。これは算定基準はどうしてこう  

１,４００万になるんですかね。 

○建設維持課長（内田俊彦）これにつきまして

は、薩摩川内市内の発生した交通事故の件数、そ

れとＤＩＤ区間の人口の数、それから道路改良率

等の基準に基づいてですね、県のほうでそこら辺

の状況等を確認して配分されていると言う状況で

ございます。 

 私が以前、維持係長をしておった頃は、その内

容まで昔はもらってたんですけれども、最近はそ

この内容まではなくて、もう頭金だけ幾らってい

う形で９月と３月の２回に分けて入ってくる形に

なっております。 

 一応、そういうことです。 

○委員（川添公貴）そうなんです。これは納め

た罰金の額に応じてですね、配るんじゃないんで

す。事故率とか、大きく事故率です。その人口割

合の事故率に対して幾らって決まって交付される

金額なんですね。 

 なぜここを聞いたかというと、交渉の余地があ

るのかなっていうような気持ちがあったんですね。

県に対して、例えば、面積が薩摩川内市は広いで

すから、その市域を対象にすると、鹿児島市なん

か人口が多くてうちとすれば、もう密集度が全然

違うわけですから、そういう要求ができるのかな

と思ったんですけど、それは財政課長がいますん

で、答弁されると思うんですが。ぜひ、ここはも

う、何でかと言うと鹿児島県はですね、相対的に、

俗に言う上納県なんです。罰金の収める率は多く

てですね、もらうのが少ないのが鹿児島県。それ

だけ事故が少ないということなんです。そこら辺

もあって、ぜひ、今後とも取ってほしいんですけ

ど、取れないときは、今言ったようにですね、こ

れはお願いなんですが、ぜひ限られた予算の中で、

ひとつたくさん人口割りからいくとですね、東郷

町は少ないんですが、東郷とかですね、いうとこ

ろもありますんで、ぜひ進めて、順番を見てです

ね、やってください。 

 交通安全協会の役員がちょうど３人ここにいる

もんですから。３人所属してて、３人ともここで

すんで。このメンバーの場所は忘れないように、

よろしくお願いしておきます。 

○建設部長（泊 正人）最初で、春と秋の交通

安全週間期間中の道路診断が主なんですけれども、

当然、議員の皆さん、市民の皆さんから来たそう

いうカーブミラーが壊れてますよ、白線が薄いで

すよ、ガードレールが壊れてますよ、そういうと

きにはやっていきます。 

 ２,０００万という枠ですけれども、もうこれに

ついては道路維持費を回したりしながら、危ない



- 35 - 

 

ところはやっていっておりますので、今後も危な

い箇所については、交通安全対策ですので、やっ

ていくということになります。 

 それと、ちょっと一つ抜けてたんですけど、山

の木がこう被っている分はどうなのかという話が

ありましたが、それも地主さんの了解があれば、

道路にかかっている分、背の高い車が当たるよう

な分については、現在も維持課のほうでやってお

りますので、よろしくお願いします。 

○委員（川添公貴）ぜひそうよろしくお願いし

たいと思います。 

 交通安全対策費について、何でこうしつこかっ

たかと言うとですね、大体もう１０月、秋の頃で

すね、予算がなくなってくるんですよね。ぜひ、

これは当初ですから、６月、９月という補正を組

めるチャンスがありますんで、真面目な顔して言

いますけど、ぜひ足らなくなりますんで、補正を

組むような形でちょっとふやしてですね。道路維

持費を回すというのじゃなくて、ふやしてもらう

という形でお願いをしておきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。よろ

しいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３６号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局から説明がありますか。 

○建設維持課長（内田俊彦）所管の報告はござ

いません。 

○委員長（福元光一）これより、所管事務全般

について質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ声あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ声あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設維持課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

△都市計画課の審査 

○委員長（福元光一）次は、都市計画課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福元光一）まず、審査を一時中止し

てありました議案第３６号平成２９年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

 予算の概要について部長に説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、都市計画課

について御説明をさせていただきます。 

 都 市 計 画 課 一 般 会 計 ベ ー ス で 総 額 ２ 億    

９,０７０万６,０００円を措置いたしました。川

内川市街部改修事業とあわせて実施しております

都市計画道路中郷五代線の整備を進めてまいりま

す。 

 現在、実施中の肥薩おれんじ鉄道アンダー部工

事につきましても、引き続き鉄道事業者・河川事

務所と連携しながら平成２９年度中の完成を目標

に進めているところでございます。 

 公共サイン整備事業、案内板の設置でございま

すが、新しくできました樋脇グラウンド・ゴルフ

場への案内標識等の設置を計画しているところで

ございます。 

 新規といたしましては、本会議でも質問のあり

ました立地適正化計画策定に向けた都市構造分析

など都市計画基礎調査を実施してまいります。 

 詳細につきましては、課長から説明がございま

す。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）次に、当局に補足説明を

求めます。 

○都市計画課長（山村昭一郎）それでは、議案

第３６号平成２９年度薩摩川内市一般会計予算に

係る予算について御説明申し上げます。 

 初めに歳出について御説明いたします。 

 内容につきましては、別冊の平成２９年度薩摩

川内市各会計予算調書で御説明いたしますので、

予算調書２０６ページをお開きください。 
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 ８款５項１目都市計画総務費事項都市計画総務

費は、都市計画事業に係る経費で、事業費は１億

２,７０５万２,０００円でございます。 

 経費の主な内容は、都市計画関係の一般職９人

分の職員給与費等のほか、立地適正化計画策定に

向けた都市計画基礎調査等に係る経費及び公共施

設等への誘導・案内のための公共サイン設置等工

事が、主なものでございます。 

次に、同じページの下の部分でございますが、

同じく１目事項川内駅周辺地区駐車場管理費は、

川内駅西口駐車場等の管理に係る経費であり、事

業費は１,４８４万９，０００円で、債務負担行為

として設定している、指定管理に伴う指定管理代

行委託料が主なものでございます。 

 次に、２０７ページをお開きください。上の部

分になります。 

 同じく１目事項屋外広告物管理費は、県からの

権限移譲に伴う屋外広告物に係る経費であり、事

業費は２３８万１,０００円で、建築士業務嘱託員

の１名分の報酬が主なものでございます。 

 次に、同じページの下の部分でございますが、

同じく１目事項景観推進費は、景観提案制度等の

運用及び景観形成活動への支援・啓発など、景観

形成の推進に係る経費であり、事業費は９７万１,

０００円で、景観審議会に係る経費のほか、地区

コミュニティ協議会が実施する景観重要資産等の

整備及び維持管理事業に対する景観整備事業補助

金が主なものでございます。 

 次に、２０８ページをお開きください。 

 ８款５項２目街路費事項中郷五代線整備事業費

は、交通量の分散化と市街地における安全性の確

保を図るため、大小路地区引堤事業と一体整備す

る、都市計画道路中郷五代線整備事業に係る経費

であり、事業費は１億４,５５０万円でございます。 

 経費の内容としましては、平成２６年度から着

手しております中郷五代線道路築造に係る経費で

あり、継続費を設定し、肥薩おれんじ鉄道へ委託

しております立体交差部工事委託のほか、国土交

通省九州地方整備局への付替道路受託合併工事負

担金が主なものでございます。 

 歳出についてについては以上でございます。 

 続きまして、歳入についてご説明いたしますの

で、前に戻っていただきまして、５８ページをお

開きください。 

 都市計画課に係る歳入予算の、主なものを御説

明いたします。 

 １番目の、１４款１項使用料６目土木使用料、

予算額２,８５０万円は、都市計画使用料で、川内

駅西口駐車場等に係る市営駐車場使用料でござい

ます。 

 次に１４款２項手数料６目土木手数料、予算額

１６０万円は、鹿児島県屋外広告物に関する許可

手数料でございます。 

 次に、１５款２項国庫補助金６目土木費補助金、 

予算額７,６５２万５,０００円は、都市計画事業

費補助金で、中郷五代線整備事業の、肥薩おれん

じ鉄道立体交差部工事委託及び受託合併工事負担

金に係る社会資本整備総合交付金でございます。 

 次に、１６款２項県補助金６目土木補助金、予

算額１,２５０万円は、立地適正化計画策定に伴う

都市計画基本調査の県補助金で補助率は５０％と

なっております。 

 以上で、議案第３６号平成２９年度薩摩川内市 

一般会計予算の都市計画課分の説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げ

ます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ声あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ声あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第３６号に係る審査を一時中止いた

します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局に説明を求めます。 

○都市計画課長（山村昭一郎）所管事務調査を

１件報告させていただきます。 

 薩摩川内市では指定管理者制度導入施設の評価

マニュアルを平成２１年６月に策定しており、そ

の中で指定期間が５年間の施設においては、４年

目の９月から１２月の間に評価を実施するものと

すると。ただし、５年未満の場合は、必要に応じ
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て適切な時期を判断し評価を実施すると。また、

その結果については市議会常任委員会において報

告するということとなっております。 

 当課が所管しています川内駅西口駐車場等にお

きましては、指定管理期間が平成２７年１０月１

日から平成３０年３月３１日となっており、５年

未満ではございますけれども、来年度早々に平成

３０年度からの指定管理の募集を行うことから、

その参考とするため評価を実施したものでござい

ます。 

 では、委員会資料に沿いまして御説明を申し上

げます。 

 まず①の施設及び指定管理の概要でございます

けれども、施設名としましては、川内駅西口駐車

場ほか４カ所の駐車場もしくは駐輪場となってお

ります。業務内容としましては、使用許可及び許

可の取り消しに関する業務、維持に関する業務、

利用に係る料金の収受及び利用料金の還付に関す

る業務となっており、指定管理者は株式会社薩摩

川内市観光物産協会。指定期間は平成２７年１０

月１日から平成３０年３月３１日となっておりま

す。 

 次に、②評価実施状況でございます。評価委員

会開催日は平成２９年１月２４日。評価対象期間

は平成２７年１０月１日から平成２９年１月２４

日。評価委員としましては施設所在地の地区コミ

ュニティ協議会長および自治会代表、中心市街地

活性化関係有識者、その他市職員３名の６名で評

価を行っております。 

 次ページの③それから④の採点結果でございま

すけれども、評価の実施におきましては、指定管

理者より提出していただいた評価項目に対するコ

メント、それから、利用者からのアンケート結果

及び事業の実施状況等を説明した後、質疑応答を

踏まえ、各委員に記載の評価項目の視点で採点に

よる評価を行っていただきました。 

 質義応答としては、清掃など業務以上のことを

やっており成果が上がっているという現状に対す

る御意見や放置自動車の確認、それから防犯カメ

ラの監視、ＰＲ方法、苦情対応に対する質疑等が

なされ、その後各委員が採点を行なった結果、 

６００点満点中４７６点で優れていると認められ

るという評価結果となりました。 

 また、総合コメントとしましては、施設管理に

関しては良好に運営されているというコメントを

いただいたところでございます。 

 今後とも、川内駅西口駐車場等が利用者にとっ

て快適に利用がなされるように、指定管理者とと

もに適切な維持管理等に努めてまいりたいと考え

ております。 

 以上で、川内駅西口駐車場等指定管理者運営評

価についての報告を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより所管事務全般について質疑

に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、都市計画課の審査を終わります。 

 ここで休憩します。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後２時２３分休憩 

～～～～～～～～～ 

          午後２時２６分再開 

          ～～～～～～～～～ 

○委員長（福元光一）休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

────────────── 

△区画整理課の審査 

○委員長（福元光一）次は、区画整理課の審査

に入ります。 

 それでは、平成２９年度各会計予算の審査を行

いますが、まず、予算の概要について部長に説明

を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、区画整理課

について説明をさせていただきます。 

 特別会計もございますが、一般会計ベースで 

４億１,０８１万２,０００円を措置させていただ

きました。終盤になってまいりました天辰第一地

区土地区画整理事業の整備を進めてまいりますと

ともに、第二地区につきましても、事業認可が下

りる予定であり、換地設計、工事実施設計等を進

め、平成３０年度から工事着工を目指しておりま

す。 

 課題の一地区と二地区境の段差解消及び浸水対
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策についても住民への説明を十分行いながら対応

をしてまいります。 

 詳細につきましては、課長のほうから説明がご

ざいます。 

 よろしくお願いいたします。 

────────────── 

△議案第４３号 平成２９年度薩摩川内市

天辰第一地区土地区画整理事業特別会計予

算 

○委員長（福元光一）それでは、議案第４３号

平成２９年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整

理事業特別会計予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）それでは御説明さ

せていただきます。 

 議案第４３号平成２９年度薩摩川内市天辰第一

地区土地区画整理事業特別会計予算について、御

説明申し上げます。 

 予算内容につきましては、歳出の方から御説明

申し上げますので、予算調書の２９１ページをお

開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費は、天辰第一

地区土地区画整理事業に係る経費として、２億 

７５４万６,０００円を計上しております。経費の

主な内容ですが、土地区画整理審議会委員、評価

員の報酬、一般職３人分の給与費のほか、地区界

基準点測量業務委託等、道路築造及び整地工事等、

職員厚生会負担金、工作物等移転補償費を計上し

ております。 

 次に、同じく２９１ページの下の欄をごらんく

ださい。 

 ２款１項１目公債費元金は、天辰第一地区土地

区画整理事業で借り入れた長期債の償還元金とし

て、２億４,７８３万９,０００円を計上しており

ます。 

 次に、２９２ページをお開きください。 

 ２款１項２目長期債償還利子は、天辰第一地区

土地区画整理事業で借り入れた長期債の償還利子

として、２,４００万５,０００円を計上しており

ます。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 予算調書の２９０ページをお開きください。 

 １番目の１款１項１目事業収入５,０００万円は、

保留地処分収入を計上しております。 

 ２番目の２款１項１目負担金２０万円は、第２

三堂橋に設置する水道管の添架物負担金として計

上しております。 

 ３番目の３款１項１目国庫補助金４,４１５万円

は、土地区画整理事業費補助金であります。事業

に充当される補助率は市街地整備事業が４０％、

活力創出基盤整備事業が５５％となっております。 

 ４番目の４款１項１目県補助金２２９万   

７,０００円は、土地区画整理事業補助金です。県

管理道路整備に対する補助金を計上しております。 

 ５番目の５款１項１目一般会計繰入金３億  

５,７１２万３,０００円は、国庫補助金及び市債

の充当額を除いた天辰第一地区土地区画整理事業、

並びに長期債の償還元金及び利子に充当する一般

会計からの繰入金でございます。 

 ６番目の８款１項１目土地区画整理事業債  

２,５６０万円は、国庫補助事業に係る合併特例債

であり、充当率は９５％であります。 

 ７番目の９款１項１目土木使用料２万円は、電

柱等の道路占用等に伴う行政財産使用料として収

入するものであります。 

 次に地方債について御説明いたします。 

 予算書・予算に関する説明書の２８３ページを

お開きください。 

 第２表地方債では、当該土地区画整理事業に伴

い、合併特例事業債を借り入れることから、地方

債の限度額、起債の方法、利率、償還の方法につ

いて表に記載のとおり定めようとするものでござ

います。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 
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 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第４４号 平成２９年度薩摩川内市

天辰第二地区土地区画整理事業特別会計予

算 

○委員長（福元光一）次に、議案第４４号平成

２９年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事

業特別会計予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）議案第４４号平成

２９年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事

業特別会計予算について御説明申し上げます。 

 予算内容につきましては、歳出の方から御説明

申し上げますので、予算調書の２９４ページをお

開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費は、天辰第二

地区土地区画整理事業に係る経費として、１億 

８,８２５万円を計上しております。 

 経費の主な内容でございますが、土地区画整理

審議会委員、評価員の報酬、建物等補償業務嘱託

員、一般職二人分の給与費のほか、測量設計業務

委託等、換地先整備工事、職員厚生会負担金、建

物等移転補償費を計上しております。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 予算調書の２９３ページをお開きください。 

 １番目の２款１項１目負担金１億円は、一級河

川、川内川の市街部改修工事に伴う負担金として、

公共施設管理者負担金を計上しております。 

 ２番目の３款１項１目国庫補助金３,３００万円

は、土地区画整理事業費補助金であります。事業

に充当される補助率は５５％でございます。 

 ３番目の４款１項１目県補助金１８７万   

６,０００円は、土地区画整理事業費補助金で、県

管理道路整備に対する補助金を計上しています。 

 ４ 番 目 の ５ 款 １ 項 １ 目 一 般 会 計 繰 入 金    

５,３３７万４,０００円は、国庫補助金の充当額

を除いた天辰第二地区土地区画整理事業費に充当

する一般会計からの繰入金でございます。 

 以上で説明をおわります。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止し

てありました議案第３６号平成２９年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）議案第３６号平成

２９年度薩摩川内市一般会計予算のうち区画整理

課に係る一般会計予算の歳出について御説明申し

上げます。予算調書の２０９ページをお開きくだ

さい。 

 ８款５項３目土地区画整理総務費は、天辰第一

地区及び天辰第二地区土地区画整理事業特別会計

への繰出等に係る経費として４億１ ,０８１万  

２,０００円を計上しております。 

 経費の主な内容でございますが、まちづくり情

報交流協議会費、街づくり区画整理協会年会費並

びに九州ブロック都市再生整備計画事業研究会負

担金ほか、天辰第一地区、天辰第二地区土地区画

整理事業特別会計繰出金を計上しております。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 予算調書の５９ページをお開きください。 

 １４款２項６目土木手数料４,０００円は、各種、
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証明書の手数料として計上してあります。 

 １６款３項６目県委託金２万円は、権限委譲事

務委託金として収入するものでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３６号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局から説明がありますか。 

○区画整理課長（川畑 稔）特にございません。 

○委員長（福元光一）これより所管事務全般に

ついて質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、区画整理課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

△入来区画整理推進室の審査 

○委員長（福元光一）次は、入来区画整理推進

室の審査に入ります。 

 それでは、平成２９年度各会計予算の審査を行

いますが、まず、予算の概要について部長に説明

を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、入来区画整

理推進室の概要について御説明をいたします。 

 一般会計ベースで３億２,０３９万７,０００円

を措置させていただいております。 

 道路築造工事、整地工事等を引き続き実施して

まいります。 

 残りの家屋移転につきましても、地権者交渉を

進め、スムーズな事業展開に努めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 なお、事業も終盤に入っており、地区外の取付、

据付なければならない部分の設計等を検討し、住

民の不安解消と不具合が生じないような構造工法

を検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 詳細につきましては、室長のほうから説明がご

ざいます。 

 よろしくお願いいたします。 

────────────── 

△議案第４５号 平成２９年度薩摩川内市

入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計

予算 

○委員長（福元光一）それでは、議案第４５号

平成２９年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画

整理事業特別会計予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）議案第 

４５号平成２９年度薩摩川内市入来温泉場地区土

地区画整理事業特別会計予算について御説明申し

上げます。 

 まず、歳出のほうから説明いたしますので予算

調書の２９６ページをお開きください。 

 １款１項１目入来温泉場地区土地区画整理事業

費は、同事業に係ります経費３億７ ,８５６万  

３,０００円であります。 

 経費の主な内容は、一般職員３名の給与、建物

等調査業務委託費、道路築造工事費、建物等移転

補償費等であります。 

 次に、下段をごらんください。 

 ２款１項１目長期債償還元金は、入来温泉場地

区土地区画整理事業に係る過去に借り入れました

長期債償還元金であります。 

 次のページ２９７ページをお開きください。 

 ２款１項２目長期債償還利子は、入来温泉場地

区土地区画整理事業に係る過去に借り入れた長期

債償還利子であります。 

 次に、歳入について御説明いたしますので、前

に返りまして予算調書の２９５ページをお開きく

ださい。 

 １款１項１目事業収入５００万円は、事業進捗

に伴い売却可能となる保留地の処分収入の見込み
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額であります。 

 次の３款１項１目国庫補助金から７款１項１目

土地区画整理事業債までの歳入につきましては、

まず、交付金９,５７０万円、それから一般会計繰

入金３億２,０３９万７,０００円、合併特例事業

債７,４３０万円は歳出に伴い収入されるものであ

ります。 

 次の８款１項１目使用料は、行政財産使用料で

あります。 

 次に、地方債について説明いたしますので、予

算書、予算に関する説明書の３１９ページをお開

きください。 

 第２表地方債では、当該土地区画整理事業に伴

い借り入れます地方債の限度額、起債の方法、利

率、償還の方法につきまして、表に記載のとおり

定めようとするものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止し

てありました議案第３６号平成２９年度薩摩川内

市一般会計予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）議案第 

３６号平成２９年度薩摩川内市一般会計予算のう

ち入来区画整理推進室に係る一般会計予算の歳出

について、御説明申し上げます。 

 予算調書の２１０ページをお開きください。 

 ８ 款 ５ 項 ３ 目 土 地 区 画 整 理 総 務 費 ３ 億    

２,０３９万７,０００円は、入来温泉場地区土地

区画整理事業特別会計に必要な繰出金を計上する

ものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し

上げます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３６号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局から説明がありますか。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）特にござ

いません。 

○委員長（福元光一）これより所管事務全般に

ついて質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、入来区画整理推進室を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

△建築住宅課の審査 

○委員長（福元光一）次は、建築住宅課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第３３号 薩摩川内市特別用途地区
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内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

○委員長（福元光一）まず、議案第３３号薩摩

川内市特別用途地区内における建築物の制限に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建設住宅課長（福島和朗）建築住宅課です。

よろしくお願いします。 

 議案第３３号薩摩川内市特別用途地区内におけ

る建築物の制限に関する条例の一部を改正する条

例の制定について御説明いたします。 

議会資料の２ページをお開きください。 

 改正内容ですが、薩摩川内都市計画用途地域を

変更することに併せ、現居住者の生活環境の保護

を図るために、薩摩川内都市計画特別用途地区を

変更することに伴い、条例を改正するものであり

ます。 

 地図の赤い太線で囲まれた白和横馬場地区は、

現在、住居系用途地域の第２種住居地域に指定さ

れ、住宅を中心とした市街地が形成されておりま

す。しかし、九州新幹線全線開業等により、川内

駅周辺の利便性が向上していることから、近年駅

周辺に高層マンションが新築されるなど、まちな

か居住のニーズが高まってきており、今後、利便

性の高い、コンパクトな市街地の形成を図るため、

現在の、建蔽率や容積率の見直しを行うと同時に、

現在の居住者の生活環境の保全を図る必要がござ

いますので、条例改正をお願いするものでござい

ます。 

 具体的には、まず、建蔽率や容積率の見直し・

緩和を行うために、用途地域の変更を行います。

第２種住居地域を近隣商業地域に、そして、建蔽

率を６０％から８０％へ、容積率を２００％から

４００％に変更となります。 

 ここで問題になりますのが、用途地域を住居系

から、商業系に変更することにより、土地の高度

利用はできますけれども、あわせて建物の用途規

制も大幅に緩和されることになりますので、いろ

いろな用途の建物が建設可能になります。 

 この地域は、これまで住居系でしたので、資料

にも書いてございますとおり、現在の居住者の生

活環境を保護する観点から、特別用途地区を設定

し、記載の施設などの立地を規制する必要がある

と考えております。 

 規制する建物は、四角囲みの中の１万㎡を超え

る大規模集客施設、劇場・映画館などの遊戯施設、

倉庫業を営む倉庫や工場・自動車修理工場等でご

ざいます。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（成川幸太郎）規制が緩和されて使いや

すくなるというような話だったんですけど、また

この特別用途地域にかなり規制がかかるみたいで

すけども、これだけ規制をかければ用途地域を見

直すメリットというのが大分少なくなるんじゃな

いかと思うんですけども。 

○建設住宅課長（福島和朗）今、委員おっしゃ

るとおり、用途規制を緩和をしますので、いろん

な建物が建てるようになるんですけれども、それ

とあわせまして今説明しました建蔽率とか容積率

も大きく緩和をされます。それで、例えば現在は

住居系ですので、今、駅周辺のマンションである

とか、そういう建物、大きな建物がですね、現在

は建設できないということになっております。そ

れで、用途地域を変えることによりまして、同時

に建蔽率も容積率も大きくなりますので、ああい

う建物は建てられることになります。 

 しかし、用途が今ちょっと説明しましたとおり、

委員のおっしゃるとおりなんですけれども、用途

もいろいろできるようになるんです。商業系とな

りますとですね、できますので、住居系の用途地

域のところでいろんな建物ができると、またそれ

に伴ってですね、またいろいろ不都合な面も出て

くるというようなことで、用途はある程度規制を

かけながら、建蔽・容積を大きくしようというこ

とでございますので、おっしゃるとおり、せっか

く用途を緩和しても、規制をかけて問題が出ない

かというようなことでございますが、そういうこ

とでですね、御理解をいただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○委員（成川幸太郎）ここの中に、規制をする

中に駐車場が入ってませんけども、横馬場駐車場

がこれまで１０時までで、これ今までもここの 

１０時を何とか時間を変更できないかという要望
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は出てましたけども、住居地域であることも大き

な要因の一つということでしたので。ただ、こん

どは特別近隣商業地域になることで、特に新たな

規制というのは外れるんじゃなかろうかと。対岸

の商業地域になっている駐車場は２４時間で、特

に苦情もなく、隣に南国殖産の寮も建ったりして

るんですけども、問題は起きてないというふうに

聞いてるんですが、そこら辺はどんなふうにお考

えですか。 

○建設住宅課長（福島和朗）自動車の駐車場に

つきましては、今回の見直しで可能になります。

これまでは、原則的に３００㎡以上の駐車場はで

きませんでしたけれども、建築審査会及び地域の

住民の方の同意を得て、今現在、横馬場駐車場は

できております。しかし、そのときに、付近住民

の方のいろいろな意見を聞きまして、条件付きで

認めるというようなことで、夜１０時以降の入

庫・出庫は駄目ということで、今現在運用されて

ます。今回の見直しで、その規制は取れますので、

無条件で建設はできるんですけれども、現在の横

馬場駐車場を建設するときに、付近住民の方に同

意をいただいておりますので、そこを外すとなる

と、もう一回その辺は丁寧に説明をさせていただ

いて変えるということになろうかと思います。 

 そういうことで、法的には可能であるんですけ

れども、だからと言って過去のそういう条件を破

棄するというか、できませんので、それにつきま

しては、ちゃんと説明をしていきたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○委員（成川幸太郎）それについて住民に対し

て、こういう用途地域が変わりますという説明は

なされるんですね。 

○建設住宅課長（福島和朗）今回用途の規制に

つきましては、都市計画課のほうで随時やっても

らっておりますけれども、地域の住民の方にもで

すね、説明会もやり、手続を踏んでおりますので、

今後もこれにつきましては、また入念な説明をさ

せていただいてからという形になろうかと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３６号 平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止し

てありました議案第３６号平成２９年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

 まず、予算の概要について部長に説明を求めま

す。 

○建設部長（泊 正人）それでは最後になりま

す。建築住宅課でございます。よろしくお願いい

たします。 

 総額で６億４,８９４万２,０００円を措置させ

ていただきました。 

 昨年とほぼ同額となっているところでございま

すが、がけ地近接危険住宅の移転促進、木造住宅

耐震診断、耐震改修補助など例年どおりの事業を

進めることとしております。また、建築業界や市

民の皆様から継続要望のあります既存住宅改修環

境整備事業、いわゆるリフォーム補助でございま

すが、昨年同様に予算措置をさせていただいてお

ります。また、空き家対策に係ります危険廃屋解

体撤去補助事業は促進を図るために前年を上回る

予算を措置をしているところでございます。その

ほか、市営住宅、公営住宅の改修等、順次進めて

まいる予定であります。 

 建設中の川北地区借上型市営住宅は、９月頃の

入居の見通しで、今工事が進められているところ

でございます。 

 建築住宅課におきましても、小中一貫校の建設

に伴う教育委員会からの執行委託など、他の課か
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らの依頼がかなりありまして、建設整備課同様に

大変な事業量になっておりますけれども、気合い

の入った職員がずらりと並んでおりますので、一

生懸命頑張ってまいります。 

 この後につきましては、課長から説明がござい

ます。 

 よろしくお願いします。 

○委員長（福元光一）次に当局の補足説明を求

めます。 

○建築住宅課長（福島和朗）議案第３６号平成

２９年度薩摩川内市一般会計予算について説明い

たします。 

 まず、歳出予算について、説明させていただき

ます。 

 平成２９年度薩摩川内市各会計予算調書の２１

１ページをお開きください。 

 上段の建築指導費は、建築確認申請業務に係る

経費、建築物耐震改修、既存住宅改修及び危険廃

屋解体撤去などの補助事業に係る経費で事業費が

１億５８４万５,０００円です。主な経費は、平成

２４年度から実施しております、既存住宅のリフ

ォーム改修に対する既存住宅改修環境整備事業補

助金や、平成２６年度から実施しております危険

廃屋の解体費用に対する危険廃屋解体撤去促進補

助金、また、不特定多数の者が利用する３階建て

以上かつ５,０００㎡以上の大規模建築物の耐震改

修を行う場合に補助します建築物耐震化促進補助

金ほか２件等でございます。 

 続きまして下段の住宅管理費は、市営住宅の維

持管理、補修等に要する経費で、事業費は４億 

１,９４１万７,０００円です。主な経費は、市営

住宅の９８名の管理人及び嘱託員１名分の報酬、

課内職員２１名分の給料、職員手当、共済費等、

川内地域及び本土４支所分の市営住宅の指定管理

料となります市営住宅管理代行委託料、また、市

営住宅の入居前の内装改修工事、住宅用火災報知

器更新工事、市営住宅浴槽・風呂釜設置工事等な

どの経費となります住宅内部改修工事等でござい

ます。 

 次の２１２ページをお願いいたします。 

 上段の公営住宅ストック総合改善事業費は、既

存の耐火構造鉄筋コンクリート造の共同住宅を中

心に、より長く使用できるよう施設の外壁や屋上

の防水、階段室まわりを中心とした共用部分を改

善するための経費で、事業費は１億１,０９２万  

９,０００円です。 

 その内訳は、宮下住宅などの共用部分改善工事

設計業務委託料や、同じく宮下住宅の共用部分改

善工事等が、主な事業でございます。 

 下 の 危 険 住 宅 移 転 促 進 費 の 事 業 費 は 、    

１,２７５万１,０００円で、がけ地に近接する危

険住宅の移転費用を補助するための経費で、建物

除却が３件、建物建設が２件、土地造成が２件を

予定しております。 

 続きまして、歳入予算について説明させていた

だきますので戻っていただきまして、予算調書 

６０ページをお開きください。 

 １４款１項６目使用料中土木使用料の予算額は、

４億６,８５８万円で、その内訳は、市営住宅の使

用料や借上型の地域振興住宅の使用料が主なもの

でございます。 

 １４款２項６目手数料中土木手数料の予算額は 

８３１万２,０００円で、その内訳は、建築確認手

数料が主なもので、建築確認申請手数料や完了検

査手数料でございます。 

 １５款２項６目国庫補助金中土木費補助金の予

算額は、６,３４３万円で、これは該当する市営住

宅周辺の民間借家の家賃と低所得者向けに軽減し

ている市営住宅家賃の差額分に該当する額の２分

の１を、国が負担しますけれども、この公的賃貸

住宅家賃対策調整補助金や、次の６１ページにな

りますが、耐震改修促進事業補助金やストック総

合改善事業補助金が主なものでございます。 

 １６款２項６目県補助金中土木費補助金の予算

額は、１,１１８万６,０００円で、建築物耐震化

促進事業補助金や危険住宅移転促進事業補助金が

主なものです。これはいずれも国から補助が２分

の１、県から補助が４分の１となります。 

 ２１款３項１目貸付金元利収入の予算額は、 

６５３万円で、住宅資金貸付金元利収入で、現年

分と滞納分になります。 

 同款５項４目雑入の予算額は、１ ,７０８万  

７,０００円で、市営住宅退去時の畳・襖等補修費

実費徴収金が主なものでございます。 

 続きまして、債務負担行為について、説明させ

ていただきます。 

 平成２９年度薩摩川内市各会計予算書、予算に

関する説明書の１０ページをごらんください。 
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 建築住宅課分は、下から２段目、借上型地域振

興住宅事業になります。 

 この借上型地域振興住宅整備事業は、平成３０

年度から４４年度までの１５年間の限度額が  

４,７８５万円で、これは２９年度に募集する予定

の、２地区４戸分の、平成４４年度までの借上料

を措置するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、議案第３６号平成２９年度薩摩川内市

一般会計予算のうち本委員会付託分について質疑

が全て終了しましたので、これより討論、採決を

行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局から説明がありますか。 

○建設住宅課長（福島和朗）特にありません。 

○委員長（福元光一）これより所管事務全般に

ついて質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、建築住宅課を終わります。 

 当局の皆さんは、急いでやりましたが、一日早

く終わりましたので、後をよろしくお願いします。

────────────── 

△委員会報告書の取扱い 

○委員長（福元光一）以上で、日程の全てを終

わりましたが、委員会報告書の取りまとめについ

ては委員長に御一任いただくことに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉会中の委員派遣の取扱い 

○委員長（福元光一）次に、閉会中の委員派遣

についてお諮りします。 

 現在のところ、閉会中の現地視察等は予定して

おりませんが、今後必要となった場合の委員派遣

の取扱いを委員長に御一任いただきたいと思いま

す。ついては、そのように取り扱うことに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（福元光一）以上で、建設水道委員会

を閉会します。 

 二日予定しておりましたところ、一日で済みま

した。大変御協力ありがとうございました。 
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